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〔総 論〕

微生物検査を行う場合に守らなければならない一般的

な注意を総論 として整理 した｡こ れらの多 くは 「病原細

菌 に関す るバイオセー フテ ィ指針」(日 本細 菌学会,

2002)1)に 明記されてお り,微 生物検査を実施する際に

遵守すべ き基本的な事項である｡微 生物のなかでも特に

結核菌は危険度の高い細菌であ り,「新 結核菌検査指針

2000」2)に準 じ検査を進める上で,以 下の事項 には熟知

していなければならない｡

1.バ イ オ セ ・一一一一eプテ ィ 指 針

検査室でのバイオセーフティで問題となるのは微生物

による感染症である｡バ イオセーフテイは職業上の安全

を第一とする概念であるが.検 査室で扱う病原体は一般

社会環境へ伝播しやすいことから,公 衆衛生面からも重

要な意味を持つ｡検 査室では,患 者検体,細 菌の液体培

養,固 形培地上の集落,細 菌の浮遊 液などさまざまなも

のが感染源になるが,原 則としていずれの場合にもそこ

に病原体が存在することが予めわかっている｡病 原体は

検査室内で発生したエアロゾルによって容易に人体内に

侵入する｡特 に,結 核は自覚症状が現れるまでの期間が

長いためにバイオハザー ド対策の最も困難な病原体 とし

て位置付けられている｡以 下に示すバイオセーフティ指

針は,結 核菌などの危険度の高い病原体を扱 う実験室

(検査室)の 安全を確保することを目的に定められた｡

(1)バ イオセーフテイについて

病原体取扱い者にとって,バ イオセーフティに関する

重要事項は,検 査室内における作業従事者の感染防止

と,病 原体 を外に出さないことである｡病 原体によるバ

イオハザー ド,と くに検査室内感染防止の第一は,病 原

体取扱い実技の訓練と教育である｡し かし,い かに取扱

いに熟練 していても,エ アロゾル感染,飛 沫感染などは

特別の配慮 と設備なしには防止できない｡し たがって,

病原体のバイオセーフティレベルを認識し,そ れぞれの

レベルに応 じた防止対策が必要になる｡

(2)病 原細菌のバイオセーフテイレベル

日本細菌学会の指針1)では病原細菌を危険度の低いほ

うから高いほうヘバイオセーフティレベル1,2,3の

3群 に分類 し,そ れぞれの群に適用 される取扱い法を定

めている｡

①バイオセー・フテイレベル1

このレベルの菌は健康な成入に感染症を起こすことは

まずないが,種 々の原因で感染防御機能が低下 した個

体,す なわち易感染性宿主compromisedhostに いわゆる

日和見感染症を起こす可能性があるものである｡こ のよ

うな細菌種の数は今なお増えつつある｡

②バイオセーフテイレベル2

健康人に感染症を起こす能力を持ち,そ の危険度が軽

度ないし中程度であるもの｡エ アロゾル感染の危険性 は

高 くないが,と くに大量に発生 した場合を中心に警戒が

必要である｡感 染は主に事故(針 刺 しなど)に よる接種,

粘膜や傷のある皮膚 との接触,経 口摂取によって起 こ

る｡

③バイオセーフテイレベル3

感染菌量が小 さいため感染性が高 く,重 篤でしばしば

致死的な感染症を起こす もの｡エ アロゾルが危険であ

り,人 体への侵入はエアロゾルの吸入により経気道的に

起 こるものが多い｡し かし病原体 によっては,経[]感

染,結 膜その他の経粘膜感染が重要で,エ アロゾル発生

による手指などの汚染が原因となることもあ り得ると考

えられる｡

(3)抗 酸菌のバイオセーフテイレベル

非結核性抗酸菌のほとんどの菌種 はバイオセーフティ

レベル2に 分類され,結 核菌群に属する5菌 種はバイオ

セーフティレベル3に 分類 される(表1)｡

附.ヒ トに対する起病性別にみた培養可能な抗酸菌を

表2に 示 した｡

(4)各 バイオセーフティレベルの病原体の取扱いにつ

いて

各バイオセーフティレベルの病原体を取 り扱うには以

下のような条件のもとで扱 うことが決められている｡

① レベル1の 病原体

1.通 常の微生物学実験室を用い,特 別の隔離は必

要ない｡

2.一 般外来者の立ち入 りを禁止する必要はない｡

② レベル2の 病原体(非 結核性抗酸菌の各菌種)

1.通 常の病原微生物学実験室を限定した上で用い

る｡

2｡エ アロゾル発生のある実験 は生物学用安全キャ

ビネットの中で行う｡

3.作 業中は一般外来者の立ち入 りを禁止する｡

③ レベル3の 病原体(結 核菌群の各菌種)

1.廊 下の立ち入 り制限,二重 ドア(自動が望ましい)

またはエアロックにより外部 と離された実験室を用い

る｡

2.室 内の壁,床,天 井,作 業台等の表面は洗浄お

よび消毒可能な材質 ・構造 とする｡

3｡排 気系を調節により,常に外部か ら室内に向かっ

て空気が流れるようにする｡

4.実 験室からの排気は高性能(HEPA)フ ィルター

で除菌 してから大気中に放出する｡

5.実 験は生物学用安全キャビネットの中で行う｡
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表1抗 酸菌のバイオセーフテイレベル

レベ ル 菌 種 レベ ル 菌 種

結核菌群 非結核性抗酸菌
つ
3

2
」

つ
」

2
」

2
」

ルf.姻co朋 規

〃.bevis

``ルf
.canetti',

ルf.〃zicreti

〃.tuberculosis

非結核性抗酸菌
4∠

(∠

(
∠

(
∠

ルt.absce∬ 瀦5

M.asaticu〃z

M.aVlum

〃.αv膨 〃2subsp.silvaticu〃 軍

1～2(M.bovisBCG)

(
∠

(∠

2

(∠

ルt.bohe〃ticum

ルf.branderi

M.celatum

ル〔.chelonae

1～2(M.conspicuum)

2

2

2

M.farcino8enes

〃.flavescens

〃.プbrtuitum

1～2(M・ プわrtuitu栩subsp.acetamidol)漉 ごu〃の

{2

2

2

2

2

2

2

M.8astri

ル1.gena惚nse

〃.gordonae

〃.hae〃iophilum

〃 、heidelbergense

・M.intenjectum

M.inteηaedium

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

〃.'ntracelluiare

〃.kansasii

〃.lentPtavum

〃.leprae

ル∫.〃2almoense

M.marinum

砿 〃2ucogenicu〃z

M.neoaurum

M.nonchro〃208・enicum

〃.peregrinu〃z

Mov如 〃諺subsp.paratuberculosis

M、porcinum

M.scrOjfulaceum

M.sene8alense

M.shi〃zoidei

〃.shinshuense

〃｡si栩iαe

〃｡smegmatis

M.spha8ni

M.szulgai

M.terrae

M.thermoresistibile

M.triplex

M.tr∫viale

M.utcerans

1し(.ソaccae

ルi.xenopi

*()で 示 した抗酸菌種 は,ま れに 日和見 感染症 等を起 こす可能性 のあ る菌種｡

*上 記以外の非結核性抗酸菌種 の取扱 い も 「レベル2」の各菌種 の取扱い に準ず る｡

*M.bovisBCG株 はヒ トに対 し安 全な生菌ワクチ ン(無 毒菌株)と して取 り扱 って よい｡

ただ しBCG株 のなかにはやや病原性の強いvariantも あるので,こ の点 に注 意する｡

6.作 業職員名簿に記載 された者(ま たは施設長に

許可 された者)以 外の立ち入 りは禁止する｡

2.抗 酸菌取扱いにおける基本的な心得1)

①検査室では,飲 食,食 物の保管,喫 煙,化 粧,コ ン

タクトレンズの脱着 ・装着,顔 面に手を触れる,指 で眼

をこする,あ るいは鼻前庭を指先でこする,な どのこと

は絶対に行ってはならない｡

②バイオセーフティレベルに応 じて従事者以外の者の

検査窒への立ち入 りを禁止する｡

③検査室では必ず専用の予防衣(液 体を浸透させない

材質のもの,布 製は不可)を 着用する｡ま たこれらを着

たまま検査窪外に出てはならない｡

④病原体が付着 している可能性のある物体,血 液その

他の検査材料,感 染動物等を取 り扱 う場合には,必 ず手

袋を着用する｡こ の場合,操 作が終わった段階で手袋の

表面は汚染されているとみなして対処すること｡手 袋を

つけたままで他の操作に移ると,汚 染を拡散させる危険

がある｡手 袋をはずす場合は,汚 染面に手を触れないよ

う注意する｡手 袋を外 した後は石鹸で手 を洗 うかまたは

即乾性消毒薬で手指消毒を行う3)｡

⑤検体や菌を扱う場合は安全 キャビネッ トの中で行

う｡結 核菌はバイオセーフティレベル3の 病原体である

ので,結 核菌検査はレベル3の 病原体の取扱いに準 じて

行うことが原則である｡し かし,現 実にはすべての施設

がレベル3を クリアーすることは困難であるので,そ れ

ぞれの施設において検査内容に応 じた取扱い指針と設備

を設け,感 染防止対策を適切に実施する必要がある｡た

だし,結 核菌検査は少なくとも安全キャビネッ トを備え

た レベル2以 上の設備 の もとで行わなければな らな

い4)｡

⑥顔面の飛沫汚染あるいは受傷のおそれがある場合に

は,保 護眼鏡 ゴーグル,マ スク(結 核菌検査ではN95

マスク),顔 面ス クリー ンなどを着用す る.(P.20～21,

図5,6参 照)｡

⑦作業計画の立案に当たっては,エ アロゾル発生が最

も少ない方法を最優先する｡

⑧ ロを使 うピペ ット操作は厳禁である｡菌 液を扱 う際
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表2ヒ トに対する起病性別にみた培養可能な抗酸菌

ヒ トに対する病原性

群 別 分 類 十

一般的 稀
一

M加 わθκ痂 諮 M.厩 α纏

結核菌群 ノレ盛 わoγ'5subsp｡うov∫5
'?匠c磯8∫ ∫'∫"

ルf、妙'cα 鵜 〃2* 〃.わov∫5subsp.c@㎎ ε

Ia)
砿 盈2粥25π

ル藍1ηa血 π加

M5朗 如θ

砿 α∫∫纏c琵 溺

砿5㎝3血 勉cθ槻1 Mgoπ ∫oη2e ルf.卿 κ'η088π ε5

厩5z吻2; 砿 ωo航

ル藍舳 勧ゴθ6甜盟 M.乃'わ8ηz'oε

∬ ル猛」飴η磁 盈盟 η2 ルf.魏3dα ε

砿 わ01短纏c麗 漉 ルf｡加 醜 ∫εη56

M舵c舵 論orη εη5ε M.為 麗わ'cαε

遅
Mp蜘3〃2 ル1.40r∫c麗 η3

発 ル藍謂 冴加s曲sp.£ 峯4四初 砿 〃o〃伽 η」脚9㎝ 細 加 ルf、ζzv∫麗〃2subsp.silvaticロm

育 砿 加肋 ごe〃曲 」re M飴 ノγ2e 〃.α 「レ∫擁〃乞subsp.乃o〃2加 ∫∬ 麗ε5

菌 ル藍xεηρρf* ル盛加 ε加qψ 伽 加 ムf,妙rα ε脚r加3

ル藍初 身加o㎝5ε* ル凱舶 加o」た屠 ルf.8α5∫rf

〃.駕1c8mη5*
"ル猛曲 加

5加 θ加 θ" ルf.漉vε α」8

〃.θv伽2subsp. ルf.5ゐo鉱3だ

po煮伽 わ8κ麗～05∫5 M.漉 傭 φo燃5θ

皿 ハ猛c幽 飢m

M.8ε ηαv8η58

非 砿 加飴㎜ α断π加

結 砿 加磯48r∫

核 ル盛co脚 ∫c瀦漉

性 砿 吻1㍑
抗 M短421わ θ88膨

酸 M.1αc駕 ∫

菌 瓶1bπ π1加塑 M.5〃2ε8〃 纏5 ルf.6凄麗7「麗〃2〃.ho4'ε アゼ

砿2加cθ5鉗5 1吼 助ε㎜0榔 盛5ぬ随漉 〃｡087'〃.ho∬ ∫αc配規

Mc加 加η2θ 〃.η60α κ耀 配 ルflα ∫C乃'εη5ε ル色ho置3α"C配 η1

M5ε ηε8α1εη5ε 砿 α嘘 π》φ 吻 駕 溺 砿 ん07η0∬θη36

ノ吼 孟7r伽げ翻rπ7subsp｡ ルで｡αJv8∫ 砿 〃20吻 鳶α8η5ε

acθ加π7」肋 〃漉 猷加 ルf・わr梶〃軍αε ル正 η2α4σ805cσr'8η ∫8

砿 ρ配8z伽 醗 Mc肋 αε 〃.彫 配rα1ε

迅 〃.〃 観co8ε η'cμ濡 ルf｡C乃 甜わ灘εη58〃.0う 麗θπ5e

速 ゐ4.〃3σ887∫ ∫ε膨 ルf・CO屈 配εη距5ル 正por⑳r∫ 冴"μ1物

発 IV 〃.ηovocα5か 撚3ε M・chJoπ ～ρ伽0"C媚 〃.ρ 漉 ∫

育 ル死good嵌 砿 伽 ・履 砿 ρoπ伽 〃3

菌 M.wo伽 吻 ∫ 砿4'ε 融(脅'M.翅 ソεr∫3

〃.6」ε助 α纏5 M・伽v8∫c8η ∫ 砿 ρo乖 膨

砿3¢ 麺 α 〃3 砿 メb〃ακ1}4.擁048∫'α8

〃.伽 醒膿088η 配贋 ルf㌧加48r'た3う εζ9εη5ε 砿38η880」 εη5ε

砿8'Jv脚 砿 励 σ8η'

ゐ4｡8α4'膿 砿 敏 α'8η5ε

砿vαccα8

砿 ソαη加 α」εη"

太字 はわが国で今 までに感染症が報告,な い し分離 された ことのある抗酸菌｡a)Runyonの 分類｡

*あ る特定 の国 ・地域で稀な らずみ られ る｡M.lepraeは 培養で きない｡

(斎 藤i肇,2004)

に,ゴ ムキャップを装着した駒込ピペ ットやメスピペ ッ

ト,または軟質のプラスチ ック製チューブ等を用いると,

操作中,菌 液が飛び出し,付 近を汚染させて しまう危険

性がある｡ピ ペットで菌液を取 り扱う操作では,菌 液の

吸引 ・排出を指で微調節できる 「電動 ピペ ッター」ある

いは「ゴム製の安全ピペ ッター(通 称"ゴ ム球")」を用い,

作業の安全に心がける(P.21,図6参 照)｡

⑨注射器のピス トンを強 く押 して加圧するときは,針

とシリンダーの接合部がロック式になったものを用い

る｡使 用後の注射針の処理は針刺 し事故防止 を配慮した

一3・ 一



502 結核 第80巻 第6号 付録2005年6月

安全な方法で行 う｡ま た他の鋭利な器具の取扱いにも十

分な注意を払 う｡

⑩液体培養や菌液を取 り扱う際には,容 器の破損,落

下,転 倒などの事故に備え,消 毒薬を含ませた紙 タオル

等を敷いた トレイの中で作業を行う｡

⑪汚染された物品は放置せず,い ったん検査室内の一

定の場所(例:「 要滅菌(消 毒)」と明示された場所)に 置

き,そ の後廃棄または再使用に先立ち必ず滅菌または消

毒する｡こ のことは検査室内スタッフの安全確保のため

にとくに重要である｡ま た,消 毒 ・滅菌のため他の場所

へ運搬する必要があれば,丈夫な密閉容器にいれて行う｡

⑫作業台の表面は少なくとも1日 に1回 は消毒すると

ともに,病 原体による汚染があったかまたはその可能性

があると思われる場合には,そ のつど直ちに消毒する｡

⑬各作業の終了時および検査室を出る時には必ず消毒

薬で手指を消毒する｡

⑭検査室は整頓 し,清 潔に保つとともに,不 要な物品

は置かないようにつとめる｡

⑮検査室への昆虫,ネ ズ ミの侵入陽止には万全 を期

し,必 要に応 じて駆除を行う｡ま たペ ットなど検査に無

関係な動物を検査室に入れてはならない｡

⑯容器の破損 ・転倒などによる病原体の漏洩,病 原体

の吸入,誤 嚥などの事故は必ず責任者に報告 し,指 示を

求める｡責 任者は事故の処理を指揮するとともにその全

容を調査 し,文 書として記録に残す｡

排 気HEPA

ブイル ター

B型

給気HEPA

ブイルター

送風機

3.安 全 キ ャ ビ ネ ッ ト

抗酸菌検査は安全キャビネッ トを備えた検査室で行わ

なければならない｡安 全キャビネッ トは危険な微生物を

封 じ込め,キ ャビネットの外に出さないよう設計されて

いる｡し か し,正 しい使用法を用いないと汚染事故など

を起こす危険がある｡装 置の原理をよく理解 し,決 め ら

れた使用法を守 らなければならない｡な お,安 全キャビ

ネットとよく似た装置にクリーンベンチがある｡ク リー

ンベンチは機械の内部の作業スペースは無菌になるよう

設定されている｡し か し,作 業スペースで発生するエア

ロゾルなどは術者に向かって外部に漏れてくる｡こ のよ

うにクリーンベンチは無菌環境で作業ができても,作 業

者の安全を守る病原体などを機械の内部に封じ込める機

能はない｡ク リーンベンチは決 して微生物検査に用いて

はならない｡

(1)概 要

クラス1と クラスllの キャビネットには,い ずれも前

面の開口部(物 と作業者の腕を出し入れする)か ら内部

に向かう気流が存在 し,内 部で発生 したエアロゾルが外

部へ(作 業者に向かって)漏れることを防ぐ仕組みになっ

ている｡こ の防護機能に関しては両者の間に大差はな

図1ク ラスllB(全 排気型)安 全キャビネットの概念

い｡両 者の主な違いは,実 験材料を空気申の雑菌による

汚染から守る機能の有無にある｡す なわちクラス1の

キャビネットでは,作 業台の上 を前面開口部か ら入った

空気が流れるが,ク ラスllで は除菌フィルター(HEPA

フィルター)を 通過 した気流が作業台上を洗い,開 口部

か ら流入 した空気はす ぐに(作 業台の前後部で)下 に吸

い込まれる構造になっている｡言 い換えれば,ク ラスll

にはクリーンな機能が付加されているD5)～ll)｡結核菌検

査室では,「クラスIA」 より「クラスllB」 の"全 排気型tt

安全キャビネットを使用することが望ましい(図1)｡

(2)使 用上の注意

安全キャビネットで大切なことは,設 計で想定された

空気の流れを乱さないことである｡内 部では電気バーナ

ーを使用 し,ガ スバーナーの使用は禁止する｡大 きな物

体,多 くの物品も持ち込まない(本 来の機能が発揮され

ず危険)｡遠 心機も気流 を乱す可能性があるので持ち込

まない1)5)""'ll)｡

(3)エ アロゾル

安全キャビネットを使 うからといって,操 作が乱暴に

なってはならない｡エ アロゾルの発生が多いと,た とえ

キャビネット外へのエアロゾルの漏出による呼吸器感染

は防 ぐことができても,キ ャビネット内での表面汚染

〔とくに手指(手 袋),そ の他実験衣,ガ ラス器具,ピ ペ ッ

ト等々〕が増え,汚 染物がキャビネット外に出たあと経

口感染,結 膜や鼻粘膜経由の感染につながる｡安 全キャ

ビネットによる防護にも死角があることを忘れてはなら

な い｡

4.エ アロゾル対策

結核菌の感染防止対策 として最 も重要なことは,エ ァ

ロゾル対策であ り,こ の発生の基本原理は,液 面が破れ
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ること(泡 の破裂 もその一つ)で ある｡一 般にエアロゾ

ルを作 りやすいとされる混合操作でも,ボ ルテックスミ

キサーで液面を乱 さないように混合すればエァロゾルの

発生頻度が低いことが証明されている｡

エアロゾル対策の第一歩は,エ ァロゾルが発生 しやす

い状況 ・操作 を知ることであるが,そ の範囲は驚 くほど

広い｡む しろエァロゾルが発生しない操作のほうが少な

いと考えるべきであ りエアロゾルに無頓着な操作は厳に

戒められるべきである｡

感染防止対策は,ま ず操作そのものをで きるだけエア

ロゾル発生が少なくなるようにし,安 全キャビネットを

十分活用することである｡同 時に,検 査室に入室する際

は,① 専用の作業衣に着替え,そ の上に予防衣を着用し,

②N95規 格の高性 能マスク(フ ィットテス ト;〔資料)

第16項 参照),お よび,③ 手袋の着用を義務付ける｡

(1)エ アロゾルが発生する実験操作

① 白金耳を用いる操作

最も基本的な白金耳操作も重要なエアロゾル発生源と

なる｡白 金耳につけた菌液を寒天平板へ塗抹する際や,

菌液などの液体材料をつけたままの白金耳を火焔に挿入

することで もエアロゾルの発生が観察されている｡特

に,熱 した白金耳を直ちに菌液に挿入 して冷やすと,大

量のエァロゾルが発生する｡

② ピペット操作

菌液を別の容器に移した り,菌 液と希釈液を吸引と排

出の反復で混和する操作でもエァロゾルの発生があ り,

特にピペ ットか ら最後の1滴 を噴出することにより泡が

できると著 しく増加する｡さ らに使用後のピペットは消

毒液を入れた縦型または横置きの容器に捨てる際にもエ

アロゾルの発生がある｡

③遠心操作

遠心操作は重要なエアロゾル発生源 となり得る｡す な

わち,表 面が菌液により汚染 したローターの使用,遠 心

中の遠心管内容の漏洩または遠心管が破損 した場合は大

量のエァロゾルが発生する｡

④注射器の使用

菌液をゴムキャップ付きバイアルから注射器で抜 き取

る,菌 液の入った注射器を逆さに持って気泡を追い出す

などの操作はエアロゾルを大量に発生させる｡

⑤超音波処理

非密閉型の装置で超音波照射を行 うと大量のエアロゾ

ルが発生する｡

⑥ホモジネイ ト操作

組織などをホモジナイズする操作では,処 理後,蓋 を

とると大量のエアロゾルが放出されるが,蓋 の構造 に

よっては運転中にもエアロゾルの漏洩がある｡こ れは最

も危険な操作の一つである｡ま た,乳 鉢による摩砕も同

様である｡

⑦凍結乾燥菌体の処理

乾燥菌体の入ったアンプルを折って開封する操作でも

エアロゾルが発生する｡

⑧その他

遠心 した菌液の上清を他の容器 に移し替える,培 養液

の入った試験管やフラスコの栓 をはずす,菌 液と溶解寒

天培地をペ トリ皿の中で混和(混 釈培養)な どの操作で

もエァロゾルが発生する｡

(2)エ アロゾル発生を少な くするために役立つ操作法

① ピペットから一定量の菌液を排由するとき,吹 き出

し型をやめ中間臼盛ピペッ トを使用 し,先 を宙に浮かせ

ず器壁につけるか液中にいれる｡

②大きなループの白金耳は,液 膜がはじけてエアロゾ

ルが発生 しやすいので使用 しない｡

③弾性が強す ぎる針金で作った白金耳は,寒 天培地へ

の塗抹の際エアロゾルを作 りやすいので使用しない｡

④エァロゾルではないが,結 核菌(抗 酸菌)の ように

脂質の含有量の多い菌の菌塊が付いた白金耳を直接火焔

に挿入すると,菌 塊がはじけて飛散する｡こ れを防 ぐに

は,ネ ジ蓋付 きの広ロビンまたは三角フラスコに砂また

は直径2～4mmの ガラスビーズを5cm位 の深さに入

れ,消 毒用エ タノールを砂やガラスビーズの上層3cm

位まで満た したものを実験台に用意 してお き,菌 が付着

した白金耳をその中に差 し込んで菌をこす り落としてか

ら火焔に挿入するとよい｡一 般の菌液についてもこの方

法 を採用すれば,エ アロゾルの発生 を防ぐことがで き

る｡エ タノールは引火性,揮 発性であるのでこの代わり

に5%の フェノールやクレゾールを用いてもよい1)12)｡

⑤ 白金耳の焼灼に,カ バー付きバーナーまたは電気焼

灼器(電 気バーナー)を 用いる｡

⑥多数の試料を扱う場合は必要数の滅菌白金耳(ま た

はデ ィスポーサブル製品)を 用意することにより,安 全

かつ作業効率をあげることができる｡

⑦注射器でゴム蓋付 きバイアルから菌液を吸引 したの

ち針を引 き抜 く操作の際に,ア ルコール綿で刺入部を覆

う｡

⑧菌液を入れた注射器を逆 さにして気泡を除 く際に,

アルコール綿で針先を覆う｡

⑨凍結乾燥菌体の入ったアンプルを折って開封すると

きにも折断部分をアルコール綿で覆う｡

⑩遠心操作は,「バイオハザー ド対策の施された遠心

機」を使用する(図2)｡

5.病 原菌の滅菌

「滅菌」とはすべての微生物を完全に殺滅することで

ある｡熱 または消毒薬に最も抵抗性が強いのは細菌の芽
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図2バ イ オハ ザ ー ド対 策 の施 さ れ た遠 心 器

左 は遠心器 の本体 であ る｡右 は ロー ターで,カ プセ ルの中 にチ ューブ を入れ て遠心 す る｡遠 心 終了

後 はカプセルを開かずに,安 全 キ ャビネ ッ トに運び,そ の中でカプセル を開 き,チ ューブを取 り出す｡

胞であ り,滅 菌は芽胞 も完全 に殺菌する方法である｡エ

チ レンオキサイ ドガスやガンマー線などを用いた滅菌法

もあるが,日 常的には高圧蒸気滅菌が最 も頻用されるの

で十分習得 してお く｡高 圧蒸気滅菌は自動化 されてお

り,そ のため原理の理解が不十分なまま機械的に操作 し

て思わぬ失敗を招 くことがある1)｡

(1)高 圧蒸気滅菌と滅菌時間の設定

検査終了後の材料,器 具お よび容器は,標 準条件の

121℃,20分 間高圧蒸気滅菌器で滅菌する｡た だし,熱

容量の大 きな物体(例 えば大型フラスコに満た した大量

の液体培地や卵培地)を 缶内に入れると,熱 容量の大 き

な物体の温度はなかなか上が らず,内 圧が2気 圧になっ

ても容易に121℃ に達 しない｡ど うしても大量の ものを

一度に滅菌 したい時は
,時 間を延長する必要がある｡液

量が2リ ットル程度の場合は30分,5リ ッ トル以上の場

合には40分 間高圧蒸気滅菌する｡

(2)空 の容器を高圧蒸気滅菌する時の注意事項

空の容器の底 には空気が残留するため温度上昇が不十

分 にな りやす く,と くに口の小さい容器や蓋付 き容器

(蓋は緩めるのが原則)で 著 しい｡そ のため空容器には

少量の水を入れておくのがよい｡た だしシリンダー等の

大型容器に滅菌物を入れて使用した後,高 圧蒸気滅菌器

にかける場合には,そ の容器に十分な量の水(例 えば1

リットル)を 入れることが推奨されている｡

6.消 毒および消毒薬の選択(表3,4)

「消毒」とは感染の危険がほとんどなくなるまで病原

微生物 を不活化する処置をいう｡消 毒は滅菌 と比較 して

温和であ り,芽 胞の不活化はまったくできないか,た と

えできても不十分である｡ま た,熱 処理で も100℃ また

はそれ以下の温度であれば,た とえ数時間加熱 しても芽

胞は死なないため滅菌ではなく,消 毒である1)｡

ふつう消毒は消毒薬により行われる｡消 毒薬には多 く

の種類があ り,微 生物に対する有効範囲が一様でなく,

また,人 体に応用で きるものとできないものがある｡万

能消毒薬は存在 しないので,目 的に応 じて適切 な消毒薬

を選択する必要がある1)6)9)13)14)｡

(1)一 般の細菌に対する消毒薬

①消毒薬に対する細菌の抵抗性

細菌を消毒薬に対する抵抗性か ら大 まかに分け,強 い

ものか らJl贋に並べると,「芽胞を形成している細菌」,「結

核菌およびその他の抗酸菌」,「一般細菌」となる1)｡

②消毒薬の種類 と殺菌力の強弱

消毒薬の殺菌力の強さを表す 目安 として,米 国では「高

水準(high)」,「 中水準(intermediate)」,「低水準(low)」

という分類が使用されている｡大 まかに言えば,「高水

準」は上記のスケールで最上位の芽胞でも時間をかけれ

ば不活化可能,「 中水準」は芽胞 を不活化できないが抗

酸菌 には有効,「低水準」は無芽胞細菌に有効,ウ イル

スには無効,と いう目安である｡

検査室では例外的なケースを除 き,「高水準」に属す

る薬剤が必要な場合はほとんどな く,実 際には 「中水準」

以下で十分であると考えられる1)｡

〈高水準〉…グルタールアルデヒド,フ タラール,過 酢

酸

〈中水準〉…消毒用アルコール類,フ ェノール系,塩 素

系,ヨ ウ素系消毒薬

〈低水準〉…両性界面活性剤,ク ロルヘキシジン,逆 性

石鹸

(2)抗 酸菌に有効な消毒薬

抗酸菌に有効な消毒薬は意外に少なく,選 択の幅が狭

く限られている｡ま た,消 毒薬の選択にあたっては刺激

性が少なく皮膚に使用できるかどうか も重要な要素にな

る｡抗 酸菌に有効で皮膚に使用で きる消毒薬は,エ タノ
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表3消 毒薬の抗微生物スペク トル

消 毒 薬
細 菌

結核菌 一般細菌

ウイルス真菌

HIV他芽胞

消毒用アルコール(エ タノール)

イソプロパノール
フェノール

クレゾール石鹸

塩化ベンザルコニウム

塩化ベンゼ トニウム

クロルヘキシジン

ポピ ドンヨー ド

次亜塩素酸ナ トリウム

グルタールアルデヒ ド

フタラール

過酢酸

両性界面活性剤

○

○

○

○

×

×

×
○

△
○

○

○

○

○

○
～

～
×

×

×

×

×
○

○

○

○

○

×

△

△

△
△

△

△

△

△

△
○

○

○

○

○

△

○

×

×

×

×

×

×

×

×

～
○

○

○

×

△

○

○

○

○

○

○

～

～
○

○

○

○

○

○

○

△

△

表4結 核菌に対する対象別の主な消毒薬と検査室の消毒法

対 象 消 毒 薬 作用濃度 使用法ほか

グル コ ン酸 ク ロル ヘ キ シジ ン 4% スクラブ法

ポ ビ ドン ヨー ド 7.5% スクラブ法

塩 化 ベ ンザ ル コニ ウ ム(0.2%)・ 消 毒 用 エ タ ラビング法

手 指 ノ ー ル

グル コ ン酸 ク ロ ル ヘ キ シ ジ ン(α2%)・ 消 毒 ラビング法

用 エ タ ノー ル

ポ ビ ドン ヨー ド(0.5%)・ 消 毒 用 エ タ ノー ル ラビング法

グル ター ル ァ ル デ ヒ ド 3～3.5% 60分 以上浸漬

医療器具 ・ 次亜塩素酸ナ トリウム 0.02～0.05% 5分以上浸漬
機械 過酢酸 一 一

両性界面活性剤 ≧1% 60分 以上浸漬

次亜塩素酸ナ トリウム 0,1～1%

排泄物 クレゾール石鹸液 15% 排水規制
フ ェ ノ ー ル 3～5% 排水規制

実験室 ホルムァルデヒドガス 24時 間以上

一ル系,ヨ ウ素系に限 られる｡次 亜塩素酸ナ トリウムな

ど塩素系の消毒薬は金属に対する腐食性が強 く,抗 酸菌

に対 して効果がやや弱い｡「消毒薬の抗微生物スペク ト

ル」,結 核菌の消毒 を目的とした 「対象別の主な消毒薬

の濃度および作用時間jを それぞれ表3と 表4に 示 し

た13)｡

①消毒用アルコール類

アルコール類の殺菌作用には水分の存在が必要であ

り,エ タノールは普通70～80%濃 度で使用されるが,

この濃度範囲では殺菌効果に大差はなく,50%以 下の濃

度では殺菌作用が急速に低下する｡培 養 した結核菌に対

す る70%エ タノール水溶液の殺菌作用時間は約5分 程

度と言われているls)｡刺激臭があるがイソプロパノール

の50%水 溶液 もエ タノールの70%水 溶液 と同等の消毒

効果がある16)｡他方,メ チルアルコールは殺菌作用が弱

く,毒 性が強いために常用の消毒薬として使用されるこ

とはない｡エ タノールの沸点783℃,イ ソプロパノール

の沸点82.7℃ で,い ずれも引火性の物質なので清拭時の

引火に注意する｡ア ルコール類による消毒の作用機序は

微生物の タンパク変性または凝固である9)14)｡

②フェノール系消毒薬

フェノール系消毒薬 としては石炭酸とクレゾール石鹸

液があり,作 用機序は細菌細胞壁の破壊 と細胞質のタン

パク変性である｡い ずれも排水規制のために現在,使 用

されていない｡し か し,結 核菌に対 し殺菌力が強 く,結

核予防法でも結核菌の消毒薬として認め られているので

記載 してお く｡使 用する場合は必要最小限度の使用に留

めるべきである｡

a)フ ェノール(石 炭酸:C6H60)

フェノールは消毒薬の中で最も古 くか ら使用され,有

機物存在下でも安定 した消毒効果が得 られるが,特 有な

臭気と皮膚刺激性,組 織毒性があるため皮膚消毒には使
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用できない｡フ ェノールは細菌のタンパク質を凝固 ・変

性させて殺菌する蝋)｡培 養 した結核菌に対す る殺菌作

用時間は,1～2%フ ェノール水溶液で5分 前後,5%

水溶液では30秒 ～1分 で死滅 させ るa2)｡一般的な使用

濃度は1～5%と されている9)13)14)16)｡フェノールは強

力な殺菌力を有する反面,人 体にも有毒なので,実 験室

で常用する消毒薬としては不適切であ り,必 要最小限度

の使用頻度に留めな くてはならない(排 水規制)｡

b)ク レゾール(C,H80)

クレゾールには3種 類の異性体があるが,殺 菌作用に

はほとんど差がない｡ク レゾールはフェノールよりも強

い殺菌力を持つが,難 水溶性なので石鹸 と混科 して易水

溶性にしたクレゾール石鹸液(saponatedcresolsolution)

が用い られる9)14)｡培養 した結核菌に対す る殺菌作用時

間は,05%ク レゾー・一一・一ル石鹸水溶液で60分,1%で45分,

2%で10分,5%水 溶液では5分 で死滅 させる15)｡常 用

濃度は一般 に1～3%と されている9)13)重4)16)｡クレゾー・

ル石鹸液もフェノールと同様に,実 験室で常用消毒薬と

して使用してはならない(排 水規制)｡

③両性界面活性剤

両性界面活性剤(ア ルキルジアミノエチルグリシン)

は結核菌に対 して有効 な数少 ない消毒薬の一つだが,

フェノールよりも効果が落ちるため,常 用濃度(0.2～

05%に 希釈)と 作用時間(120分 以上接触または浸漬)に

注意 しなくてはならない9)蓋4)｡本消毒薬は結核菌に対 し

あまり強くないので,結 核菌検査に用いた器具など汚染

が激 しいと考えられるものでは,さ らに高圧蒸気滅菌処

理を施 してか ら廃棄するとよい｡両 性界面活性剤では,

陽イオンが活性能をもち,微 生物細胞膜 の変性を起こ

し,陰 イオンは洗浄力 をもつ9)エ4)｡

④ アルデヒ ド類

a)グ ルタールアルデヒド

アルデヒ ド基(-CHO)は 細菌タンパクの活性基 と反

応 し,強 いタンパク凝固作用を起 こすために,強 力な殺

菌作用 を示 し,そ の他,DNA合 成阻害,細 胞壁の障害

作用もある｡消 毒用アルデヒドとして用いられているの

はホルムアルデヒド(CHOH)と グルタールアルデヒ ド

〔OHC(CH2)3CHO〕 であるが,と もに特有 の臭気 があ

り,眼 や気道粘膜を刺激する｡殺 菌力はアルデヒド基の

化学的活性が増すアルカリ性のほうが強い9)14)｡

病院等で 「使用後の内視鏡の消毒洗浄処理」に用い ら

れるのは,3～3,5%グ ルタールアルデヒ ドのアルカリ

性水溶液の中に1時 間以上浸漬する方法である｡グ ル

ター一ルアルデヒドのアルカリ性水溶液は約2週 間継続 し

て使用可能とされているが,使 用直前に緩衝化剤(重 炭

酸ナ トリウム)を 添加 した後は溶液が不安定となり,消

毒薬 としての抗微生物活性が経時的に低下する｡1週 間

に1國,薪 しい消毒液を調製 して使用するのが望 まし

い9)隻4)｡

消毒薬として一般に常用 されるグルタールアルデヒド

の濃度は2～2.25%で あるが,こ の濃度では一部の非

結核性抗酸菌(M.abscess"s,M.chelonae等)に 対する殺

菌効果が不十分な場合のあることが知 られている(結 核

研究所では3～3.5%濃 度で使用)｡

b)「 ホルマリン薫蒸」による実験室全体の消毒

実施頻度は少ないが,バ イオハザー ド実験室の空調設

備 や電気設備 の点検 ・修理 または高性 能フ ィルター

(HEPAフ ィルター)交 換の場合には,工 事の前後に 「ホ

ルマ リン薫蒸」による室内の消毒が行われる｡「 ホルマ

リン薫蒸」の実施要領は,「3×6×25m(W×D×H)」

について,(a)「 局法ホルマリン水1.8リ ットルと過マン

ガン酸 カリウム900g」 を耐熱性容器に入れ,ホ ルムア

ルデ ヒドガスを発生させ る｡ま たは,(b)「2倍 希釈局

法ホルマ リン水1.8リ ッ トル」をホルムアルデヒ ドガス

発生器に入れて,ホ ルムアルデヒドガスを発生させる｡

薫蒸申はガスの漏洩を防ぐため実験室 ドア周囲の隙問は

ガムテープ等で密封する｡(a),(b)と もにホルムアル

デ ヒドガス発生後は24時 間以上,実 験室 を密封状態の

ままで放置 し,そ の後に換気 して室内を洗浄する16)17)｡

c)フ タラ・一ル製剤

フタラールはオル トフタルアルデヒドと呼ばれ,ア ル

デ ヒド系の消毒薬であ り,わ が国では2001年11月 に発

売された｡本 剤は高水準消毒薬に属 し,軟 性内視鏡消毒

薬 として米国消化器内視鏡看護者協会(SGNA)な どで

推奨されている｡フ タラールは脂質に富んだ細胞壁 に取

り込まれやす く,抗 酸菌を含む各種 栄養型細菌,真 菌に

対 し迅速に殺菌力を発揮する｡各 種ウイルスにも迅速に

不活化作用を示す｡但 し,細 菌の芽胞 を殺菌するために

は時間を要 し,O.43%の 濃度では10時 間で殺菌されたと

の報告がある18)｡本剤は有機物 と反応 して着色する性質

があり,このため医療器具類に着色を認める場合がある｡

衣服に付着 した場合は黒色様に着色 し,洗 濯 ・漂白を行

って も落ちない場合がある｡

⑤過酢酸(エ タンペルオキソ酸)

過酢酸はわが国においては2001年10月 に承認された

新 しい消毒薬である｡内 視鏡などの医療器具の消毒に用

い られるグルタールアルデヒ ドに代わる消毒薬として注

目されている｡過 酢酸は希釈や加熱になどより分解 し,

過酸化水素 と酢酸を生ずる｡過 酸化水素は酸素 と水に,

酢酸は微生物の作用により炭酸ガスに分解 される｡本 剤

はグルタールアルデヒドよりも短い作用時間で微生物を

殺菌 し,し かも毒性が弱 く,環 境汚染の影響 も少ない消

毒薬 といえる｡ま た,グ ルタールアルデヒドに抵抗性を

示す一部の抗酸菌も短時間で殺菌するとされている｡有
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機物の存在下でも有効である19)｡

⑥即乾性消毒薬

即乾性消毒薬は消毒薬を水溶液ではな くアルコール溶

液 とした製剤で,手 指消毒薬 として広 く用いられてい

る｡ア ルコールは速効的に微生物を殺菌 し,抗 微生物ス

ペク トル も広い｡し か し,持 続性が期待できないため,

消毒薬を添加することでこの作用を持たせた｡即 乾性消

毒薬は手指消毒に使用するものと手術部位の皮膚消毒に

使用するもの とに分けられる｡手 指消毒用は手荒れ防止

にエモ リエ ント剤が含 まれているものが多 く,一 方,手

術用 はこれを含 まない20)｡CDCで は流水 と石鹸による

手洗いを勧告 してきたが,手 指に目にみえる明らかな汚

染がない場合はこの手洗いの代わ りに即乾性消毒薬によ

る手指消毒を推奨 している｡

(3)消 毒薬の廃棄処理

①手洗いの排水の滅菌処理

バイオハザー ド実験室の日常の手洗い等による(消 毒

薬を含む)排 水は,自 動的に専用の貯留タンクに集めら

れ,定 期的に高圧蒸気滅菌を施 して廃棄処理できれば理

想的である｡

②使用済み消毒薬 の廃棄処理

消毒薬によっては使用済みの液は,そ の都度,特 定の

専用容器に移 して貯留 ・密封 し,廃 棄物の専門業者に処

理 を依 頼 しな くて は な らない23)｡ま た,バ イ オハ ザ ー ド

実験室で使用 した 「有毒な有機溶媒や薬物」等を廃棄処

理する場合にも,同 様の措置が必要 となる｡

7.紫 外線灯の殺菌効果

(1)紫 外線の性質 と作用

紫外線、の殺菌作用は260nm付 近の短波長が最も強い｡

市販の殺菌灯は253.7nm付 近 の波長を照射で きる｡殺 菌

灯の構造は,蛍 光灯 と類似 しているが灯管には石英ガラ

スを使用 している｡殺 菌線量は放射照度(μW!cm2)に

照射時間(分,秒)を 乗 じて表す｡

殺菌灯 と被照射体の距離が離れたり,低 温下では照射

エネルギーが低下する｡紫 外線は直進作用があり,物 体

の内部には透過 しない｡し たがって,紫 外線は表面殺菌

の効果 しかない｡安 全 キャビネッ ト(ク ラス∬)に 殺菌

灯を用いるときは,放 射照度40μWlcm2が 必要とされて

いる(NSF基 準)｡紫 外線灯の殺菌効果は十分信頼 しう

るもの と考え られるが 「効果は照射距離の2乗 に反比

例する」ので,な るべ く対象に近づける必要がある8)｡

殺菌灯 は室温20℃ で無風時にランプ表面が約40℃ と

な り殺菌効果が良 く,相 対湿度 が60～70%RH(relative

humidity)に なると殺菌効果が低下する｡こ れ以下では

変動は少ないとされている9)｡

紫外線の殺菌作用は,分 子の励起によって不平衡状態

ない しは反応性増大の状態になり,微 生物の核タンパク

質構造が変化 し死滅すると考えられている｡同 時に,紫

外線は微生物細胞の染色体上で"不 可逆性のcyclobutane

型 ・thymine2量 体"を 形成させて,遺 伝的変異を惹起す

ることにより殺菌作用を示すことも知 られている｡

(2)結 核菌と非結核性抗酸菌に対する紫外線灯の殺菌

効果

結核菌も他の細菌と同じく,太 陽光線中の紫外線に対

しては比較的抵抗力が弱い｡し か し,紫 外線は水やガラ

スに吸収 されるので,菌 浮遊液による実験の場合は液層

や液量,濃 度が問題となる｡

喀疾中の結核菌については古 くから多 くの成績がある

が,喀 疾 をできるだけ薄 く塗 りつけた場合,2～3時

間から7時 間の直射 日光曝露で死滅するとされている｡

したがって,衣 類や寝具の滅菌は日光消毒によるのが最

も簡便確実である(患 者の用いたものは表裏を半 日ずつ

強い直射 日光に当てれば十分滅菌の 目的は果た しう

る15))｡

室内の消毒を圏的として紫外線灯 を殺菌灯 として用い

るのは効果的であり,で きれば近接移動照射が可能であ

れば効果はより確実である｡た だし,遮 蔽物の陰になる

部分では効果がないので,そ の点に留意する必要があ

る｡

臓 の殺菌灯は,10W50cmの 距離で,液 層5㎜ の

O.1mg/mtの 結核菌 は3分 で培養不能 とな り,同 じく

10W75cmの 距離で,ガ ラス管中の1mg/m'の 結核菌は

10分 で全 く集落の形成が認められず,1分 ごとに培養 し

てみると対数直線で生菌単位数が減少 したとの報告があ

る｡他 方,紫 外線の抗酸菌に対する殺菌効果は,結 核菌

ないし哺乳動物の抗酸菌種に強 く,自 然界由来の抗酸菌

では弱いことが知 られている∬)｡

(3)実 験室内における紫外線灯使用上の注意事項

紫外線は人体に対 し,眼 や皮膚に障害(白 内障,紅 斑

症など皮膚炎)を 起こす｡こ のため,点 灯申は保護眼鏡

着用,露 出皮膚を覆うなどの点に注意する｡ま た,安 全

キャビネット,作 業室では使わない時だけ殺菌灯を点灯

する方法が良い｡バ イオハザー ド実験室内には必ず紫外

線灯 を常備 し,バ イオハザー ド実験室内およびセーフ

ティキャビネット内の紫外線灯は,作 業終了後,か なら

ず点灯する9)｡

紫外線灯の標準的な有効照射時間は約2,000時 間とさ

れており,殺 菌灯の放射照度は紫外線メーターで点検す

ることがで きる｡規 定照度の70%以 下に低下 した時は

新品と交換する｡殺 菌灯の表面が汚れると殺菌効果が低

下するので,95%エ タノールまたは希釈アンモニア水で

湿 らせた布で1～2週 間ごとに清拭するとよい｡

殺菌灯の中にはオゾンを二次的に発生するものがあ
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る｡バ イオハザー ド実験室内では,「 オゾンレスの殺菌

灯」を使用するのが基本である9)｡

〔各 論〕

8.検 査材料の採取時の注意点

(1)喀 疾

自発喀出疾あるいは誘発疲のいずれであっても,強 い

咳 とともに喀出するので,大 量の飛沫が発生 し,こ れが

感染源になる恐れがある｡そ れゆえ,病 院の外来など混

雑 している場所での喀疾採取は厳禁である｡結 核菌は空

気感染するため,戸 外換気ので きる個室で喀疾 を排出

し,採 疾後は十分換気 を行 う｡個 室(採 疲ブースなど)

は陰圧空調 を整えてお くことが望ましい｡外 来に適当な

採疾場所がない場合は,自 宅で早朝起 きがけに採取 した

喀疾 を持参してもらう｡医 療従事者が採疲指 導や理学療

法的手法の介助を行う場合は,マ スク(N95規 格),手 袋,

予防衣(水 を通さない材質,布 製は不可)を 着用する｡

(2)気 管支洗浄液,気 管支肺胞洗浄液

喀疾が得 られない場合は,気 管支鏡を用いて気管支洗

浄液,あ るいは気管支肺胞洗浄液を採取することがある｡

気管支鏡検査の術者および介助者は,N95マ スク,手 袋,

予防衣を着用するも 検査終了後は防護具の脱着は正 しい

順序で行 う｡器 具,内 視鏡室 を洗浄 ・消毒す る場合 も

N95マ スク,手 袋,予 防衣を着用する｡気 管支鏡の除殺

菌 ・洗浄に関して,グ ルタールアルデヒ ドをはじめとす

る消毒薬 に耐性の迅速発育菌(M.abscessus,M.chelonae,

M.fortuitum)が 存在することを念頭 においてお く必要が

ある｡こ れらの菌は,日 和見感染症の起炎菌 として注意

が必要である｡

(3)そ の他

その他の検査材料 として,胃 液,血 液,尿,便,体 腔

液,組 織など,さ まざまな材料が検体 となりうる｡N95

マスクを着用 し,で きるかぎりエアロゾルの発生を抑え

る採取法を選択することが原期である｡

9.輸 送 ・保存方法

病室 または外来から検査室へ検体を搬送する場合は,

必ず検体搬送用ボックスを用いる｡院 内の検査室で検査

を行 う場合 と検査センターなどへ検査を依頼する場合に

区別される｡

(1)院 内の検査室で検査を行 う場合

①検体採取容器は頑丈で,検 体が漏れないよう密閉で

き,内 容が確認できる透明な滅菌容器がよい｡検 体は,

「抗酸菌検査用検体」であることがわかるようにする｡

②塗抹標本で輸送する場合は,シ ャーレや専用のスラ

イ ドケースなどに収納する｡

③検体は可及的速やかに検査室 まで搬送する｡遅 くと

も採取後2時 間以内に微生物検査室に検体 を搬送する｡

直ちに検査できない場合は,4℃ で保存する｡

(2)検 査センター等に検査を依頼する場合

①検 査センターに依頼するまでの保存方法は,病 院検

査室内で検査 を行う場合に準 じる｡

②同定検査や薬剤感受性検査を依頼する場合には,抗

酸菌が発育している小川培地または液体培養ボ トルが輸

送中に破損しないよう十分注意する｡輸 送容器は二重容

器で,万 一,輸 送途中に培地や検体容器が破損した場合

にも外部に漏れないようにする｡

③郵送する場合は,〔 資料〕第22項 「抗酸菌株 の分譲

および国内外への郵送j(P.19)を 参照｡

10.微 生物検査時における注意点

結核症が疑われる検体を微生物検査室で取 り扱 う場合

には,以 下の院内検査を行う条件を満たさなければなら

ない｡さ らに注意すべ き点は,結 核以外の呼吸器感染症

を疑って喀疾などの検体が提出された中にも結核菌が含

まれている可能性があ り,標 準予防策の概念 を念頭に置

き,微 生物検査に提出されたすべての検体の取扱いには

最善の注意を払う必要がある｡し たがって,微 生物検査

室にはバイオセーフティ対策上の観点か ら安全キャビネ

ッ ト(ク ラ スlla以 上)の 設 置 が 必 須 で あ る4)｡ま た 院 内

で結核菌検査を行 うことができずに検体を外部の施設に

輸送する必要がある場合 は,第9項 「輸送 ・保存方法」

に準ずる｡

(1)院 内検査を行う際の基本的条件

①安全キャビネット(ク ラスfia以 上)が あること｡

②遠心操作の必要がある検査は,バ イオハザー ド対策

用遠心機の設備があること｡

③検査者は感染防止のため,N95マ スク,手 袋,予 防

衣を着用する(P,20～21,図5,6参 照)｡

④検体などが飛散する危険がある場合は,必 要に応 じ

ゴーグル,キ ャップ,シ ューカバーを着用する｡

※上記の設備がない場合 は,上 記の設備を備えた検査

セ ンターなどに検査を依頼する｡

(2)検 体受付

①受付者 はN95マ スク,手 袋,予 防衣を着用す る｡

予防衣は防水性ガウンを用いる｡

②検体容器の破損や検体の漏れ等がないことを確認す

る｡万 一,漏 れを発見した場合はその搬送容器に入れ ら

れていたすべての検体 について容器の外側および搬送用

容器の内部を消毒する｡

③受付番号や材料の外観等を記録する｡
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④受付作業終了時,作 業台は消毒薬(消 毒用エタノー

ルなど)を 浸 したペーパータオルで拭 き取る｡

⑤コンピュータ端末機のキイボー ド,マ ウスの表面な

どはアルコール綿で消毒する｡

(3)検 体の前処理

①検体の遠心

遠心に用いる遠心管は,必 ず使用の前にキズやひび割

れなどがないことを確認 してお く｡検 体の遠心は,バ イ

オハザー ド対策用遠心機を使用する｡遠 心後のバケッ ト

の開封は,安全キャビネット(クラスIIa以 上)内 で行う｡

万一,遠 心管が破損 していた場合は,遠 心機内とバケ ッ

トなどを消毒用エタノールなどで厳重に消毒する｡

②喀疾の均質化,組 織のホモジナイズなど

以下の操作はすべて安全キャビネット(ク ラスKa以

上)内 で行う｡喀 疾均質化時のボルテックスミキサーに

よる撹搾操作,組 織のホモジナイズなどは密閉容器の中

で行う｡エ アロゾルによる汚染を防 ぐため,均 質化後は

直ちに容器を開封 してはならない｡20～30分 放置 して

から開封する｡使 用済みピペ ットやピペ ットチ ップ類,

遠心上清などは,高 圧蒸気滅菌後に廃棄する｡

(4)塗 抹標本,培 養 ・同定検査,薬 剤感受性検査

塗抹標本の作製,培 養・同定検査,薬 剤感受性検査は,

安全 キャビネッ ト(ク ラス皿a以上)内 で行う｡液 体培

養や菌液を取 り扱 う際には,容 器の破損,落 下,転 倒な

どの事故に備え,消 毒薬を含ませた紙 タオル等を敷いた

トレイの中で作業を行 う｡病 原体が付着 している可能性

のある物体,血 液その他の検査材料などを取 り扱 う場合

には,必 ず手袋を着用する｡こ の場合,操 作が終わった

段階で手袋の表面は汚染されていると考えなければなら

ない｡他 の操作に移る場合は手袋を外 してか ら行 う｡手

袋のはず し方は汚染された表面を包み込むように裏返 し

てはずす｡手 袋をはず したら手洗いまたは速乾性消毒薬

で消毒する｡

①塗抹標本の作製

塗抹標本の作製は安全キャビネット内で行 う｡火 炎滅

菌によるエアロゾルの発生を防ぐために,デ ィスポーサ

ブルの白金厚を用いて均質化 した検体から塗抹標本を作

製 し,火 炎滅菌せずに直接消毒薬を入れた汚物缶に捨

て,ま とめて高圧蒸気滅菌後に廃棄する｡な お,ニ クロ

ム線の白金耳 を用いる場合は第4項(2)エ アロゾル発

生を少なくす るために役立つ操作法④(P5)を 参照のこ

と｡

作製 した塗抹標本は,安 全キャビネット内で自然乾燥

させた後,メ タノールで固定するか,も しくは病理組織

用のパラフィン伸展器 を用いて固定すれば,バ ーナーに

よる火炎固定をする必要はない｡

②培養 ・同定 ・感受性 ・遺伝子検査

培養 ・同定 も原則的に安全キャビネット内で行 う｡前

処理検体を培地へ接種する場合は,で きるだけエアロゾ

ルの発生を抑えるようにピペ ット操作に注意する｡培 養

陽性菌株の染色確認時や同定などの検査を引 き続 き行 う

場合には,培 地のキャップを開閉する操作が必要 となる

が,キ ャップの裏側や培地中に気泡がないことを確認

し,エ アロゾルを発生 させないように注意して行 う｡

結核菌検査の中でも,同 定と感受性検査は濃厚な菌液

を用いるのでエアロゾル対策が非常に重要である｡同 定

には生化学的性状を利用するものと,遺 伝子を利用する

ものに分けられるが,前 者は活性の純培養菌 を用いるの

で,す べての操作は安全キャビネット内で行い,後 者は

培養 菌を溶菌した時点で感染性がなくなるため,抽 出さ

れた遺伝子は安全キャビネットで操作する必要はない｡

遺伝子検査を実施する場合は,基 本的に試薬調製/増 幅

準備室,検 体処理室(要,安 全キャビネット),増 幅産

物測定室の3つ の遮断された部屋が用意できれば理想的

である｡各 部屋で使用する装置,器 具,作 業衣などは専

用とする｡

薬剤感受性検査は接種菌液の調製が重要で,い かに均

質な菌液を調製することがで きるかによって成績が大 き

く異なる場合がある｡結 核菌などの抗酸菌の特性上,均

質な菌液を調整することは容易ではなく,検 査者の熟練

した技術 を要する｡原 則的に均質な菌液を調製す るに

は,物 理的に菌塊をす りつぶす ことが一般的に行われて

いる｡非 常に危険を伴 う作業のため,で きるだけガラス

ビーズなどを入れてボルテックスミキサーで激しく撹拝

するような作業は避けたほうが よい｡代 わ りに液体培地

に菌塊を入れ,一 夜35℃ で培養後,滅 菌綿棒などで試

験管壁で菌塊をこすりつけることにより容易に菌液調製

が可能であり,エ アロゾルの飛散が少なくてすむ｡

万一,安 全キャビネット内や検査室内で菌株容器の破

損や大量のエアロゾルが発生する事故が生じた場合につ

いては,第12項 「突発的な汚染事故に対する処置」,第

13項 「緊急時におけるバイオハザー ド対策」(P.13)を 参

照のこと｡

(5)臨 床分離抗酸菌株の保管

臨床分離抗酸菌株は決められた場所(冷 蔵庫など)に,

外部への汚染を避けた方法(試 験管台に立てて密閉でき

る缶 にいれるか,ま たは密閉できるプラスチック容器に

入れる)で 鍵をかけて保管する｡こ れ らの菌株の室外持

ち出しは原則として厳禁とする｡臨 床分離抗酸菌株は使

用回転が速 く常時破棄されてい くが,こ れらの保存期限

終了後 はその 日のうちに滅菌を済 ませるのが原則であ

り,そ れが不可能な場合には 「未滅菌」の標識を明示 し,

安全性 を確認 してか ら翌 日に滅菌する｡こ うした措置

は,夜 間などにおける火災,地 震などの災害対策にも必
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要で,抗 酸菌の逸出を防止するための社会的責任でもあ

る｡結 核菌の発育 した培地 など,濃 厚な生菌を含むもの

の高圧蒸気滅菌は通常の滅菌条件よりも長時間行 うほう

がよい｡滅 菌器の大 きさにより条件が変わるが,通 常の

ものでは121℃,2気 圧,30～40分 行う｡

(6)検 査済み検体の保管および廃棄

①検体は検査が終了するまでは4℃ で保管(1週 聞以

上の検体保管は一60℃ 以下)し,成 績提出後は高圧蒸気

滅菌で滅菌後廃棄する｡

②使用済みの器具などの消毒薬に浸漬 したものは高圧

蒸気滅菌を行った後 に廃棄する｡

③塗抹標本などのスライドガラス類は,高 圧蒸気滅菌

後に廃棄する｡

④使用済み培地で菌の発育がみられなかったものは高

圧蒸気滅菌後,廃 棄する｡

(7)防 護具の脱着および廃棄方法

①手袋をはずす｡手 袋の表面は包み込むようにして裏

返す｡

②速乾性消毒薬で手指を消毒する｡

③使い捨てガウンを脱 ぎ,汚 染部分(お もての正面部

分)を 包み込み,裏 面(清 潔部分)が おもてに出るよう

にたたむ｡

④N95マ スクをとる｡

⑤衛生手洗いを行うかまたは速乾性消毒薬で手指を消

毒する｡

⑥N95マ スク,手 袋,ガ ウンは高圧蒸気滅菌後に廃棄

する｡

(8)作 業終了時の注意点

①安全キャビネット内での作業を終了または中断して

キャビネ ットから両手を抜 き出し次の動作 に移 る際に

は,消 毒用アルコール等で手袋の上から両手を十分に消

毒 してから安全キャビネッ トを離れる｡

②安全キャビネットを使用後は,必 ず消毒用エタノー

ルなどの消毒薬でキャビネット内部を消毒 し,殺 菌灯を

つけておく｡

③退室時は手袋を脱いで,手 指の消毒を行 う｡

④バイオハザー ドの領域か ら出るときは,「殺菌灯を

点灯」してか ら退出する｡

11.微 生物検査以外の検査時の注意点

微生物検査以外の検査は血液,臨 床化学,免 疫学的検

査などのように患者検体 を検査する検査と,心 電図や脳

波などの生理検査のように直接患者を検査する場合に分

けられる｡

(1)患 者検体を扱 う場合

患者検体は感染性の危険のあるものとして扱い,標 準

予防策が適用される｡し たがって検体の取扱いは微生物

検査の場合に準ずる｡

検体受付

第10項 「微生物検査時における注意点」(P.10)に 準

じる｡

①受付担当者は手袋を着用 し,検 体容器の破損や検体

の漏れがないことを確認する｡

②万が一に検体容器の破損や検体の漏れ等があった場

合は,必 要に応 じて消毒を行い,細 菌検査担当者に連絡

する｡

(2)患 者 自身を検査する場合(生 理機能検査)

①生理検査で結核患者(ま たは,結 核疑い患者)を 検

査する場合には患者にはサージカルマスクを着用しても

らい,検 査担当者はN95マ スクを着用する｡患 者の測

定が終了 した後,室 内の窓を開けるなど換気 を行 う｡

②肺結核患者の喀疾 など気道分泌物に触れた場合は手

指消毒 を行い.直 ちに石鹸と流水で衛生手洗いを行う｡

(その他,腸 結核患者では糞便,腎 結核では尿が対象 と

なる｡)

③患者の気道分泌物などでリネン類が汚染 された場合

には汚染部位 を消毒薬で十分消毒 し,新 しいものと交換

する｡

(3)剖 検

病理解剖に関する一般的な感染防止対策については,

標準予防策の概念に則って実施すれば十分である｡詳 細

については,文 献を参照 されたい23)27)｡ここでは,特 に

活動性肺結核症の剖検 における結核菌感染防止対策に必

要な項目を以下に示す｡

① カルテやx線 写真 などは剖検室に持ち込まない｡

② ツベルクリン反応陰性者には剖検を担当させない｡

あるいは,気 づいた時点で速やかに執刀を交代する｡

③ 見学者の立ち入 りを原則 として禁止する｡あ るい

は,直 ちに退場させる｡

④原則 として解剖衣(防 水エプロンを含む)は,デ ィ

スポ製品を使用する｡

⑤N95マ スクを着用 し,で きる限 り感染防止用ヘル

メットを着用する｡

⑥解剖作業はできる限り解割台上で行い,体 液や洗浄

液を飛散 させない｡

⑦摘出 した肺にホルマ リンを経気管支注入する｡

⑧病変の切開 ・スライ ド作製は必要以上に行わない｡

⑨病変部からの新鮮凍結切片作製は厳禁である｡ど う

しても必要な場合は,パ ラホルムアルデヒ ド液による固

定後に行う｡

⑩骨結核や粟粒結核では,ス トライカーを用いずにノ

ミなどでサンプリングするか,ス トライカーにビニール

袋をかぶせて骨片を飛散させないように注意する｡た と

え吸引装置付 きのス トライカーを用いた場合で も,決 し
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てその性能を過信 してはいけない｡

⑪臓器の写真撮影は,十 分なホルマリン固定後に行

う｡

⑫剖検記載用紙などが血液 ・体液で汚染 した場合は,

新たな用紙に再記述する｡や むをえない場合は,汚 染部

分をマークして次亜塩素酸ナ トリウムで消毒する｡

⑬使用後の器具類の消毒は,次 亜塩素酸ナ トリウムで

よいが,グ ルタールァルデヒド溶液への浸漬か,高 圧蒸

気滅菌処理がより望ましい｡で きる限り,デ ィスポ器具

を利用する｡

⑭剖検終了時の遺体運搬用ス トレッチャーの搬入は,

床の洗浄 ・消毒後に行 う｡

⑮剖検終了後,剖 検者 と立会者は必ず シャワーを浴

び,丁 寧に洗髪する｡

⑯使用後のマスク,手 袋,肘 当てなどは専用の容器に

収納し,シ ール後に焼却する｡

⑰剖検終了後,次 の解剖までに十分な換気を行う｡換

気口のHEPAフ ィルターのチェックを行う｡

⑬剖検終了数週間後に,ツ 反や胸部X線 検査を行う｡

⑲院内感染防止対策に還元するため,剖 検報告は可及

的速やかに臨床へ返す｡

⑳結核症の肉眼的診断能力を高める不断の努力の重要

性を認識する｡

12.突 発的な汚染事故に対する処置

実験室における汚染事故対策 としては予防が最も重要

であることはいうまでもないが,万 一の事故に対する備

えもなおざりにできない｡汚 染事故は,針 刺 しのように

汚染対象が作業者個人にとどまる場合,容 器の破損など

による菌液の流出のように主に室内環境が汚染される場

合,注 射器から菌液が飛散して室内と実験者が ともに高

度に汚染される場合など多様であり,そ れぞれ異なる対

応が必要となる1)｡

重要なことは,(a>予 め代表的な場合を想定 した対応

マニュァルを作成 してお く,(b)汚 染事故の処理に必要

な物品(消 毒薬,紙 タオル,手 袋,汚 染物を収める容器

など)を 一定の場所に常備し,事 故発生の際ただちに処

置ができる態勢を日頃から整えてお くことである｡こ の

2つ は病原細菌を取 り扱う検査室が備えているべ き必須

の条件であ り,検 査室の責任者は自らの責任において必

ず実行 しなければならない%

例えば,菌 液を床面にこぼ した り,菌 を植えた培地を

落として破損させたような突発事故が発生した場合,当

事者はただちに同 じ検査室で作業をしている金員に知 ら

せ,直 属の上司(主 任)に 報告 しなければな らない｡主

任は直ちに技師長,検 査部長等に報告する義務がある｡

同時に,当 事者と主任で事故発生時の詳細を記録 してお

く｡

①突発的な事故に対す る処置は基本的にまず当事者

が,つ いで第三者がこれに当たる｡

②エアロゾル感染のおそれがある場合,ま ず室内で作

業中の者を室外に出す｡

③汚染 された手袋や予防衣を脱いで汚染物容器に入れ

る｡

④新 しいマスク,予 防衣 と手袋を着用する｡

⑤消毒液(両 性界面活性剤など)で 汚染部分を十分消

毒の後,破 損物を滅菌用汚物入れなどに納める｡消 毒薬

の空中噴霧は厳禁である｡な お,ク レゾール,フ ェノー

ルは排水規制のため現在,使 用 されていないが,結 核菌

に対する殺菌力は強いので非常時用 として備えておくの

もよい｡

⑥ ⑤の具体的な方法 として消毒薬を十分含 ませた紙

タオルで汚染範囲を周辺まで広 く覆い(あ るいは消毒薬

を汚染箇所 に流 し),し ばらく(20分 以上)消 毒箇所を

放置する｡

⑦汚染事故の処理に用いた紙タオルなどを,破 損物 と

ともに高圧蒸気滅菌後に廃棄する｡

⑧身体に汚染がない状態で室外に出て報告を行う｡

⑨菌液を誤飲 した場合には,医 師の指示のもとで適切

な処置を受けなくてはならない｡

13.緊 急時におけるバイオハザー ド対策

バイオハザー ド対策の主 目的は,取 扱い微生物または

その産生物によるヒ トへの危害の予防であるが,火 災,

地震等の非常事態において第一に優先させなくてはなら

ないのは作業従事者自身の緊急避難(人 命の救助)で あ

り,バ イオハザー ド発生領域(検 査室)か らの脱出であ

る｡し たがって,微 生物検査室では,非 常時における避

難路の確保と,非 常事態を想定 した定期的な避難訓練を

行 う必 要 が あ るD6}9)le)｡

同 時 に,病 原 体 取 扱 い者 に は,非 常 時 に お け る病 原体

の逸出を防止する社会的責任がある｡一 般に予想できる

非常事態(火 災,地 震等)に おける病原体の逸出は,病

原体を取 り扱う者の日常的な配慮 と工夫によってかなり

の程度に防止で きる1)6)9)ゆ｡

(1)火 災対策

①病原体の取扱い操作では不要なガスや電熱器を使用

せず,引 火性の有機溶媒取扱いに注意することで火災発

生を低下させることができる｡

②病原体の取扱い施設内で火災が発生 した場合には,

予め定めた方法で病原体 を処置する(例 えば,消 毒槽や

高圧蒸気滅菌器内に入れる)と ともに備え付けの消火器

で消火にあたる｡消 火不能の場合は直ちに脱出し,ド ア

を閉鎖,給 排気系 を閉じ,所 轄の消防署に通報する｡

一13一



512 結核 第80巻 第6号 付 録2005年6月

③放水による消火は,汚 染を拡大させる危険性がある

ので,化 学消火態勢 を主体に病原体取扱い者による初期

消火が可能なよう訓練を重ねてお くことが必要である｡

(2)地 震対策

①検査室内で菌株 を艀卵器内部で培養または(一 時的

な保管 を目的に)検 査室内に静置 してお く際には,透 明

または半透明の簡易密封容器の中に,試 験管立(直 立位

置の菌株)や 培養用の斜面台(水 平位置の菌株)と とも

に収納 し,安 全 に静置する｡

②艀卵器および鮮卵窒内の培養用の各棚では,地 震時

における病原体の培養容器などの横転 転落を防止する

ため,安 全柵を取 り付けるか,ま たはスプリングを張 り

巡らせるなど,転 倒防止の工夫を施 してお く｡地 震に際

しては冷蔵庫,冷 凍庫は容易に移動 し,扉 が開いて中に

あるものが転落する危険性があるので,危 険度の高い病

原体はそのまま冷蔵庫や冷凍庫に入れず,密 閉した安定

な容器に保管 しなければならない｡

1.検 査室では,各 種病原性抗酸菌 を収納 している

艀卵器 ・冷凍庫をはじめとする機器類は,設 置場所の

条件上,可 能な限り「耐震防止金具」を用いて壁面ま

たは床面に各機器を固定する｡

2.中 規模以上の地震が発生 したときは,直 ちに病

原体の取扱い作業を中止 し,予 め定めた方法で病原体

を処置(例 えば,消 毒槽や高圧蒸気滅菌器内に入れる)

した後,速 やかに当該作業区域外へ退去しなければな

らない1)｡

3,微 生物検査室は危険場所(バ イオハザー ド領域

内の艀卵器や菌株保存用の冷凍庫等の所在 ・配置)を

記載 した図面を施設内の関係部署に届け出てお く｡必

要に応 じ消防署 と連絡をとることも必要である｡指 定

した場所以外では病原性抗酸菌株の保存を禁止する｡

なお,こ れらの場所を記 した図面は外部への漏出や盗

難に注意し,厳 重に保管する｡

(3)停 電 ・強風 ・その他への対策

①病原性抗酸菌の封 じ込め機能を維持するP3レ ベル

の検査施設においては,停 電 強風等に対する対策も必

要で,換 気 一差圧系,監 視 一制御 」警報通信系,避 難用

設備などの機能を維持しなければならない｡

②封 じ込め機能を維持するP3設 備 においては,台 風

その他に伴 う強風で空調系のエアバランスが崩れ,バ リ

ア間の微妙な差圧の逆転 を防止するために定風圧,定 風

量装置や緊急 ダンパーなどを組み込んでお く1)｡

停電 ・落雷時は自動的に非常用電源に切 り替わるが,

P3実 験室は給気 ・排気の機能が停止 して換気不能とな

るため,バ イオハザー ド実験室への入室を禁止する｡

(4)天 災時に対する緊急 ・消毒態勢

即効性のある消毒液を用いる｡

①P3レ ベルの検査室では 「緊急時用の特別安全防護

マスク ・圧縮空気ボンベ ・感染防護服等一式」と「緊急

事態専用の消毒薬(5%フ ェノールなど)と 噴霧器」を,

施設内の鍵のかかっていない特定の収納場所に標示 して

常備 してお く｡

②天災発生時または緊急事態の事後処理に際 し,誰 が

対応することになるか予測することは不可能であるが,

バイオハザー ド実験室を使用する関係者 を対象に,被 災

時に備えて定期的な 「消毒訓練」を行う｡

14.作 業従事者の健康管理

心身ともに健全な状態で実験に携わることは当然であ

る｡病 原体取扱い者の健康管理上,必 要な事項を以下に

示す｡

①健康管理でのツベルクリン反応は雇用時に全員につ

いて検査 を行 う｡

②必要があればBCGワ クチンを接種する｡

③長期の化学療法を受けている者,免 疫機能の低下し

ている者,妊 娠中の者などの就業については,感 染の危

険性がないように特に配慮が必要である｡

④病原体を取 り扱う者が身体に異常を覚えた場合,直

ちに当該責任者および健康管理医に届け,適 切な処置 を

受ける｡

⑤健康管理上必要と認め られる事項については,病 原

体の取扱い者ごとに記録を作成 し,こ れを一定の期間保

管しておかなければならない｡

〔資 料〕

15.標 準予防策 と感染経路別予防策

標準予防策と感染経路別予防策は結核に限らず感染予

防の基本 となるものであるので理解を深めてお く必要が

ある｡

(1)標 準予防策

バイオハザー ド対策の基本は,標 準予防策である｡標

準予防策は,感 染症の病態にかかわらず,す べての患者

のケアに際して適用され,感 染経路別対策に先立って基

本的に遵守すべき手順であるが,臨 床微生物検査室のバ

イオハザー ド対策にも適応することができる｡

以下の対策は,患 者の検体(血 液,体 液,排 泄物)な

どを扱 うときの感染予防策である｡

①手袋と手洗い

血液,体 液,排 泄物に触れるとき,あ るいは血液や体

液で汚染 されたものに触れるときには手袋を着用する｡

清潔な未滅菌手袋でよい｡使 用申に,手 袋の小さな穴や
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破損によって感染する可能性 もあるので,手 袋を外 した

後は手洗いをする｡ま た,誤 って血液や体液,創 傷のあ

る皮膚に触れた後は直ちに手洗いをする｡な お,石 鹸 と

流水による手洗いが原鋼である｡見 た目に汚れがない場

合には,ア ルコールをベースにした速乾性手指消毒薬(擦

式手指消毒薬)を 用いてもよい｡と くに手洗いが勧告 さ

れているのは,湿 性生体物質に触れた後,患 者ケアの前

後,手 袋を外 した後である｡

[注意]手 袋は湿性生体物質やそれらで汚染された機器,機 材

に触れるとき,あ るいは粘膜や創に触れるときに着用する｡清

潔な未滅菌手袋でよい｡使用中に,手袋の小さな穴や破損によっ

て感染する可能性もあるので,手 袋を外した後は手を洗う｡

②ガウン,マ スク,ゴ ーグルの着用

血液や体液で衣服が汚染される可能性がある場合は,

ガウンまたプラスチックエプロンを着用する｡血 液や体

液などが飛散 し,日,鼻,口 を汚染する危険がある場合

にはマスクとゴーグルを着用する｡こ の場合は,通 常サ

ージカルマスクを着用する｡但 し,結 核やSARSを 疑 う

検査を行 う場合はタイプN95微 粒子用マスク(N95マ ス

ク)を 着用する｡

③注射針や血液付着物の処理

注射針はリキャップせずに使用直後に専用容器に捨て

る｡針 刺 し事故防止用安全機材 を導入する｡飛 散 した血

液や体液の処理は,手 袋を着用し,ペ ーパータオルと消

毒薬 を用いてふき取る｡デ ィスポーザブル製品は,感 染

性廃棄物 として処理する｡血 液などが床に付着した場合

は,手 袋を着用しペーパータオルでふき取 り,そ の部位

を次亜塩素酸ナ トリウムで清拭消毒する｡使 用 したペー

パータオルは感染性廃棄物として処分する｡

④職員の安全対策

血液や体液に曝露される可能性のある職員には,B型

肝炎ワクチンを接種する｡血 液や体液の飛散が起こりう

る領域では,飲 食,リ ップクリームの塗布,コ ンタク ト

レンズやピァスの着脱,喫 煙などは行わない｡血 液や体

液などの飛散を受けた場合は,直 ちに上司あるいは感染

対策担当スタッフに報告し迅速に対応する｡

(2)感 染経路別予防策

病院内で重要視される感染経路別予防策には,空 気感

染予防策,飛 沫感染予防策,接 触感染予防策の3つ があ

る｡

①空気(飛 沫核)感 染予防策

空気感染とは,微 生物を含む直径5ミ クロン以下の微

小飛沫核が,長 時間空中を浮遊 し空気の流れによって広

範囲に伝播 される感染様式をいう｡対 象 となる病原体あ

るいは疾患は,結 核,SARS,水 痘(免 疫不全者あるい

は播種性の帯状庖疹を含む)お よび麻疹である｡こ れ ら

の病原体に感染 している患者やこれ らの病原体を取 り扱

う検査室に対 しても適用され空気感染予防策には空調設

備の完備が不可欠である｡

また,こ れらの病原体を取 り扱 う臨床微生物検査室は

「P3レベルjで あることが望 ましく,単 独空調であるこ

と,周 辺室より陰圧 とし,す べての供給空気を新鮮外気

とする｡ま た,排 気ダク トの回路内にHEPAフ ィルター

を設置 し,定 期的なHEPAフ ィルターの交換などの点検

が必要である｡

②飛沫感染予防策

飛沫感染 とは,咳,く しゃみ,会 話,気 管吸引および

気管支鏡検査に伴って発生する飛沫が,経 気道的に粘膜

に付着 し,それに含まれる病原体に感染することをいう｡

飛沫直径は5ミ クロンより大きいため,飛 散する範囲は

約1m以 内であ り,床 面に落下するとともに感染性はな

くなる｡飛 沫感染予防策が適用される病原体あるいは疾

患はジフテリア菌,マ イコプラズマ,溶 血性 レンサ球菌,

インフルエンザ菌や髄膜炎菌,イ ンフルエンザ,流 行性

耳下腺炎,風 疹などである｡

③接触感染予防策

接触感染は患者 との直接接触あるいは患者に使用 した

物品や環境表面などとの間接接触によっても成立する｡

接触感染予防策は,こ のような経路で伝播 し得る疫学的

に重要な病原体に感染 しあるいは保菌 している患者に対

して適用される｡適 用 される疾患は,SARS,ウ イルス

性出血熱(エ ボラ.ラ ッサ,マ ールブルグ),急 性 ウイ

ルス性(出 血性〉結膜炎,新 生児あるいは皮膚粘膜の単

純ヘルペスウイルス感染症,膿 痂疹,風 症,疵 癬,お む

つ使用中あるいは失禁状態のロタウイルス感染症や腸管

出血性大腸菌感染症,ク ロス トリジウム ・ディフィシル

下痢症,MRSAやVREな どの耐性菌感染症などである｡

16.空 気感染予防策のための防塵マスク

フィットテス ト

(以下のテス トは3M社 の資料 を一部改変 して掲載 し

た｡)

防塵 マスク(N95マ スクなど)は 顔の皮膚 に完全 に

フィットしなければ安全性を保持することはできない｡

確実な安全性確保のためにサッカリンを用いたフィット

テス トが行われる｡フ ィッ トテス トを受ける前15分 間

は飲食をしてはならない｡フ ィットテス トに先だって感

度テス ト(サ ッカリンを感知す るためのテス ト)が 行わ

れる｡

〔サ ッカリン溶液 の準備〕

感度テス ト溶液 をネブライザー#1に,フ ィットテス

ト溶液(テ ィースプー ン1杯 程度)を ネブライザー#2

にセットする｡

(1)感 度テス ト
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①マスクを着用 しないでフー ドをかぶる｡

②フー ドの透明窓と顔を15cm離 す｡

③ネブライザー#1を フー ドの穴に入れ,ネ ブライ

ザーの開口部を被験者の口に直接向けないようにしてゴ

ム球 を10回 押 してエ アロゾルを発生 させ る｡こ の時,

ゴム球は完全に押 し,完 全に戻るようにする｡被 験者に

口から息を吸い,味 わうよう指示する｡

④被験者が甘味を感 じたか否かを確認する｡甘 味を感

じた時は回数 を10回 と記録｡甘 味を感 じていない場合

はさらにゴム球を押してエアロゾルを発生させ,甘 味を

感 じた回数を記録する｡回 数を30回 以上繰 り返 しても

甘味を感じない場合は他の方法で検査する｡

⑤被験者はフー ドを取 り,薪 鮮な空気で2～3分 問,

ロから息を吸って,口 の中の甘味を取 り去るようにする｡

(2)フ ィットテス ト

①被験者は防塵マスクをつけてフー ドをかぶる｡

② フー ドの透明窓 と顔は15cm離 す｡

③被験者にはロか ら息を吸い味わうよう告げる｡

④以下(⑤ 以降)の 操作を行っている問に,濃 度を一

定に保つため,30秒 毎に感度テス トで使用 した半分の

回数だけゴム球を押 し,エ ァロゾルを発生させる｡

⑤被験者は30秒 間ずつ次の操作をする｡

1.普 通の呼吸をする｡

2.深 呼吸をする(5秒 に1回 程度)｡

3.頭 を左右に振る(右 を向いて呼吸を1回,左 を向

いて呼吸を1回)｡

4.頭 を上下に振る(上 を向いて呼吸を1回,下 を向

いて呼吸を1回)｡

5.話 をする(五十音を順番にゆっくり読み上げる)｡

6.普 通に呼吸をする｡

1～6で 甘味を感 じた らフィットが適切でないと判

断 し,テ ス トを中止する｡再 テス トは15分 程度間隔 を

おき,感 度テス トか ら始める｡

1～6で 甘味 を感 じない場合 はマスクの装着が適切

に行われていると判断される｡

7.ネ ブライザーに残ったサ ッカリンは捨てる｡ネ ブ

ライザーはサ ッカリンで詰まりやすいので分解

して温水で洗浄 してお く｡

17.患 者検体からの抗酸菌検出時の院内連絡ルー ト

塗抹検査,培 養検査,同 定検査などで抗酸菌陽性の成

績が得られた場合は検査を依頼 した医師または患者の主

治医に速やかに連絡 しなければならない｡こ のための連

絡ルー トは平 日および夜間 ・休 日に分け,各 施設で決め

てお く｡1例 を以下に示す｡

(1)平 日 ・日勤帯(図3)

①微生物検査室で抗酸菌陽性成績が得 られた場合には

速やかに患者の主治医に連絡する｡主 治医が不在の場合

もあるのでこのような場合の連絡先(外 来患者では外来

医長,入 院患者では病棟 医長など)も 決 めてお くとよ

い｡

②入院患者で抗酸菌陽性 となった場合は患者を個室へ

移すことや,病 室の陰圧設備などが必要になる場合があ

る｡こ のため,微 生物検査室は感染対策室に連絡し,こ

のような処置を行 う｡施 設によっては個室の陰圧設備が

ないので一時的に室内を陰圧に保つ機械 を取 り付 ける場

合がある｡こ の装置取 り付けのため主治医から施設課に

連絡 というルー トも考えられる｡

③患者発生時には患者ケアにも特別の注意が必要なこ

とから,微 生物検査室か ら病棟 の看護師長(主 任)に も

連絡する｡施 設によっては主治医か ら看護師長(主 任)

に連絡するルー トも考えられる｡

●●ρ曝醸醸

注 隻、担 当医は保健所 に届 けるための書類 を作成 し,感 染対策室 に届 ける｡感 染対 策室 はその書類 を保健所 に届け る｡

注2.入 院患者 の場合 には感 染対策室は施設課 に連絡 し,病 室 の陰圧設備 を行 う｡

図3微 生物検査室で抗酸菌を検出した場合の院内連絡ルー ト(平 日,日 勤帯)

一16-一
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ICD不 在時

注1.担 当医 は保健所 に届 けるための書類 を作成 し,感 染対策室 に届 ける｡感 染対策室 はその書類 を保健所 に届ける｡

注2.入 院患者の場合 には感染対策室 は施設課 に連絡 し,病 室 の陰圧設備 を行 う｡

図4微 生物検査室で抗酸菌を検 出した場合の院内連絡ルー ト(夜勤帯,土 曜,休 日)

(2)夜 間 ・休 日の場合(図4)

①主治医が不在な場合には患者が所属する診療科の当

直医に連絡する｡感 染対策室やICDが 夜間 ・休 日も対

応 している場合には微生物検査室からこれらのスタッフ

に連絡することができる｡夜 間 ・休 日対応ができない場

合には平 日勤務体制に戻った時点で連絡する｡

②入院患者の場合には夜問 ・休 日であっても他の患者

や職員への伝播を防ぐため,患 者のケアに当たる職員に

は決められた予防策を講じるよう主治医または微生物検

査室から連絡 しなければならない｡

18.結 核患者の届出方法

結核予防法(昭 和26年3月31日 法律第96号)

第4章 届出,登 録及び指示

(医師の行う届出)

第22条

1.医 師は,診 察の結果受診者が結核患者であると診

断 した時は,2日 以内に,そ の患者について厚生労

働省令で定める事項を,も よりの保健所長に届け

出なければならない｡

2.保 健所長は,そ の管轄する区域内に居住する者以

外の者について前項の届出を受けた時は,そ の届

出の内容 を,当 該患者の居住地 を管轄する保健所

長に通報 しなければならない｡

(平11法160・ 一部改正)

(病院管理者の行 う届出)

第23条

1.病 院の管理者 は,結 核患者が入院 した時,又 は入

院 している結核患者が退院した時は,7日 以内に,

その患者について厚生労働省令で定める事項 を,

もよりの保健所長に届け出なければならない｡

厚生労働省法令等データベースシステム

http://www,hourei.mhlw.gojp

19.結 核菌の感染菌量 ・感染経路

(1)感 染菌量

感染を起こすのにどのくらいの数の病原体が必要であ

るかは感染を考える上で大切な因子であり,病 原体の種

類によって非常に異なる｡顕 性感染を起こすに必要な病

原体の数を 「感染量」といい,実 験動物では被検動物の

半数 を発症させ る病原体の数(50%感 染量,IDso)が 定

量的表現として用いられる｡ヒ トの場合,感 染量を正確

に決定することはほとんどできないので,一 部の病原体

についておよその 目安になる数値があるにす ぎない｡結

核菌の場合 「10個以下」であることが知 られている1)｡

(2)感 染経路

第一に,結 核菌の感染は病原体を含んだ空気中を漂 う

微粒子(直 径5μm以 下,飛 沫核 と呼ぶ)や 塵埃 を吸い

込んで呼吸器から感染する 「空気感染(飛 沫核感染)」で

ある｡感 染対策の中で,飛 沫感染や空気感染により呼吸

一17-一 一



516 結核 第80:巻 第6号 付録2005年6月

参考資料 一1わ が国の臨床検査室における業務感染の実態(1979～1988年)

感染症名 症例数 %

結核症
B型 肝炎

非A非B(C型 肝炎)
その他

総計

門/

0
/

4
,

門/

門ノ

ζ
」

う
揮

-
」

177

435

33.3

13.6

9｡6

100.0

(対象:306施 設,対 象人員:医 師689名,検 査技 師8,654名)

升田隆雄,五 十嵐 豊治:臨 床検査室 におけ るバ イオハザー ドー本邦 における統計的

考察一.感 染症学雑誌1991;65:209-215.よ り一部改変 して引用26)

参考資料 一2結 核病床を有する病院職員の結核発病率(1999年)

結核病床を有する333病 院に対するアンケー ト調査 に基づいた宍戸 らの

1999年 の報告では,回 答のあった179病 院のうち職員から結核発病者があっ

たのは79病 院,職 員総数191名 で,こ れ ら結核病床を有す る病院職員の平

成4～8年 の5年 間における結核罹患率は47.4と なっている｡こ れは日本

の平成6年 の人ロ10万 対結核罹患率35.7に 比較 して明 らかに高 く,そ の中

でも最 も高かったのは看護師で66.2,次 いで検査技師が43.1の 順だったこ

とを報告 している｡他 方,結 核病床の無い170病 院における検査技師の結

核罹患率も42.1と 前者 と同等の値を示 していた｡

宍戸真 司,森 亨:わ が国の 院内感染予 防対 策 の現状 と課題｡結 核.1999;74:

405-411.よ り抜粋 して引用22)

器を侵入門戸として感染する病原体に対する対策がもっ

とも困難であるとされている5)｡自 然感染において空気

感染する結核菌が検査室でエアロゾル感染を起こしやす

いのは当然である｡完 全な防御には気密性の防護服 と高

性能マスクの使用等が感染防止対策で重要な点である1)｡

第二に,エ アロゾルが器具や実験台の表面に付着 した

後,手 指を汚染 し,こ れが経ロ感染や結膜経由の感染に

つながる可能性 も考えてお く必要がある｡こ れに対 して

は,手 洗いの励行が もっとも有効な手段である｡

過去に起こった実験室感染の大半の例では,特 別なア

クシデン トもなく,「ただ病原体を扱っていた」,あ るい

は 「病原体を扱 う研究室で働いていた」というだけで感

染が起 こっている｡こ のような場合には,実 験操作によ

り病原体 を含む液体微粒子(エ アロゾル)が 発生 し,そ

れを吸い込むことにより呼吸器か ら感染 したと考えられ

ている｡し たがって,エ アロゾル対策は検査室感染防止

でとくに重視されるが,エ アロゾル感染は自然条件下で

の飛沫感染および空気感染と同様に防止が最 も困難であ

り,検 査室感染が根絶で きない最大の原因となってい

る1)12)21)"・・25)｡これまで,事 故の報告例は顕性感染すな

わち発病例にほぼ限られてお り,感 染 したが発病には至

らない不顕性感染の頻度を血清反応を用いて系統的に調

べ るなどの試みもほとんどなされていない｡そ して,臨

床検査技師が検査室内感染を起こす例が少なくないとい

う事実は,慣 れか らくる油断や手抜 きがあることを示唆

す る1)12)21)～25)(参考 資 料 一1,2参 照)｡

一 見 して 平 凡 で 当然 な こ とに み え る事 柄 を きち ん と遵

守 す る こ とが 大 切 で あ る｡手 駅 れ た手 法 に 固執 しな い こ

とで あ る｡

20.抗 酸菌株の保存 ・維持 ・管理

各種の病原性抗酸菌が研究や検査の目的で日常的に使

用される｡い ずれ も適正な性状を備えた基準株,そ の他

の標準的な菌株または特定の性状を持つ菌株 を使用する

必要があ り,そ のような菌株の保存 ・維持に当たっては

性状の変化が起こらないよう紹心の注意を払わなくては

ならない｡そ れと同時に,抗 酸菌株は危険物 として一定

の管理規制の下に保持することが要求される｡危 険度の

高い抗酸菌を取 り扱い保管する指定実験塞(P3施 設)は

できるだけ完全防水 ・耐圧の床を持つ建物の一隅に集中

させ,抗 酸菌株(お よび抗酸菌 を感染 させた実験動物)

の実験室外への移動は原剛 として禁止する｡

保管する抗酸菌株は大別して保存菌株(種 株)と 臨床

分離株や研究材料として処理段階にある菌体あるいはそ

の抽出物などの実験材料となる｡危 険度の高い抗酸菌や

薬剤耐性菌などは,そ れを収めた容器を収納した機器を

施錠して保管する｡

(1)抗 酸菌株の保存

菌株保存にあたっては,そ の生菌数を維持し,ま た原

株と性状を異にする突然変異細胞の発生とその異常増殖

一18・ 一一
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を抑制する考慮が必要で,頻 繁な種継 ぎが必ず しも良策

とは限らない｡抗 酸菌株の保存は,① 凍結乾燥アンプル

密封,② 凍結チューブ,③ 適切な分散媒を含 ませた液体

培地2),④ 画線培養した斜面培地(短 期保存),⑤ マイク

ロバ ンク等の方法(詳 細は成書を参照)で 行い,抗 酸菌

を保存 したチューブやアンプルは,非 常用電源に接続 し

た施錠可能な冷凍庫(-80℃)内 の一定の場所 に保管す

る｡

(2)保 存菌株のリス ト作成

研究機関においては,そ こで扱っている微生物の種類

について完全なリス トを作成 しなければならない｡

①施設内で保持している菌株については,基 本的に責

任者自身が日常,使 用する病原菌の保存菌株 リス トを作

成し,厳 重に管理しな くてはならない｡同 時に,各 研究

者は"バ イオセーフティ管理委員会"の 求めに応 じてこ

れらの菌株 リス トを開示しなければならない｡

②"バ イオセーフティ管理委員会勢は,上 記の開示 さ

れた保存菌株リス トの定期的なチェックに基づき,そ の

部署が保持する病原細菌(保 存菌株と各種の臨床分離菌

株)の種類 と現在保持 している菌株数(本数)を記録する｡

それ と同時に,病 原細菌の保管場所を実験室の平面図の

中に標示 して把握 してお く｡こ れら菌株リス トアップの

措置は消防署などとの協議にあたって便利であ り,緊 急

時に対する備えともなる1)｡

③菌株 リス トは原則 として各施設の外部はもとより,

内部に対 しても一切公表 しない｡

④施設内の保存菌株のなかでも患者由来の臨床分離株

の取扱いと管理については,各 責任者ならびに ◎'バイオ

セーフティ管理委員会"と もに 「患者情報の漏洩を防ぎ,

守秘義務を厳守 しなくてはならない」点を銘記して,よ

り慎重な菌株保存の管理体制を心掛ける必要がある｡

21.バ イ オ ハ ザ ー ドマ ー クの 標 識

実験室の入口および菌株を保管 している冷凍庫,艀 卵

器等の扉には 「バイオハザー ドマーク」を標示する｡

22.抗 酸菌株の分譲および国内外への郵送

社会的,公 衆衛生的に特に影響の大きいバイオセーフ

ティレベル2お よび3に 分類される病原性抗酸菌は,大

学などにおける教育 ・研究のみならず,公 衆衛生 ・医療

機関における検査 ・研究業務,製 薬企業における会社の

薬品開発研究などの目的に日常的に使用される｡そ れ ら

の機関で必要 とする適切 な菌株が保存 されていない場

合,菌 株分譲の依頼があれば,そ の社会的要望に対応 し

なければならない｡

病原細菌を安全に取 り扱 う上で適切な設備を欠き,あ

るいは必要な知識と技術の裏付けのない機関または個人

等へ病原性抗酸菌を分譲 した場合,バ イオハザー ドが惹

起される危険があり,そ の発生防止には最大限の安全策

を講 じる必要性がある｡そ こで,分 譲する病原性抗酸菌

の安全な受け入れが確認かつ保証 される施設や個人に対

して,病 原性抗酸菌の分譲が適切に行われるためのガイ

ドラインを以下に示す｡

なお,研 究者,医 療関係者の当事者間での菌株の授受

等についても,原 則 として,以 下のガイ ドラインに準拠

して行 う｡

(1)菌 株分譲を行 うための要件

①菌株の分譲に当た り,当 該菌株を使用する施設の設

備および使用者の菌株の取扱いについての知識 ・技術等

の適格性 を判断す るため,分 譲先の機関の長に対 して

「バイオセーフティレベル2～3の 菌株分譲に当たって

の質問事項と確認事項 を詳述 した文書」を送 り,回 答書

の提出を求めることを原則 とする1>｡

②菌株の分譲に当たっては,指 定の書式 または分譲依

頼責任者の属す る施設の公用箋を用いて 「分譲願い書」

の提出を求める｡「分譲願い書」には(a)分 譲を希望す

る菌株の学名,(b)使 用 目的,(c)使 用者,(d)使 用場

所 を明記すると同時に,(e)分 譲依頼責任者または所属

機関長の捺印を求める｡こ の際,分譲を受ける者には,(f)

分譲願いに記入した使用目的以外の目的に当該菌株を使

用 しないことを義務付ける1)｡

③菌株 を分与する施設の長または責任者は分与 を受け

る機関の長に対 して 「分譲菌株のバイオセーフティレベ

ルを指定する」と同時 に,「指定 レベルに応 じたバイオ

ハザー ド防止対策 と手段 を講 じることを誓約す る文書」

の提出を求める｡

④保存菌株の分譲依頼を受けても,分 与を依頼 した施

設が当該菌株の使用自的,使 用施設の設備,ま たは使用

者の知識 ・技術について疑問点があると判断 した時,抗

酸菌保存株の分譲を断ることができる｡

⑤標準菌株以外の(臨 床分離株を含む)各 種の抗酸菌

株の分譲依頼に対 しては,バ イオセーフティ管理委員会

の各委員の承認を必要 とする｡

⑥菌株分与の依頼を受けた施設は,「分譲 される保存

菌株に関連 して発生するすべての危険は,分 譲を受けた

側の責任に帰属することを明記 した文書」を送付する｡

⑦菌株分与の依頼を受けた施設の判断により,依 頼菌

株の受領のために分譲を受ける機関の責任者の出頭を求

めることがで きる｡

⑧以上の要件を適切に運用するため,菌 株分与の依頼

を受けた施設の菌株分譲の担当責任者は病原細菌学の専

門家をもってその任にあてることを原則とする1)｡

⑨抗酸菌株分譲のための公式書類

外部機関か らの菌株分譲依頼を受け付け,抗 酸菌株を
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1.検 体 輸 送 容器(複 数検 体 輸 送用)

ブリキ製の缶で ブタの開閉はネジ式である｡中 に柔軟性

スポ ンジが充填 してあ り,試 験管 が挿入 で きる｡ブ タには

バ イオハザー ドマ ークが あ り,破 損,漏 出の場 合は速やか

に連絡す るようにとの注意書 きと連絡先が記載 されてい る｡

諺
鯵
灘

aρ1■

2.検 体 輸 送 容 器(1検 体 用)

ブリキ製,ネ ジ式 開閉 の缶｡検 体容器 はビニール袋を巻

き付 けて密 閉 し,発 泡スチ ロールのシー トを巻 き,缶 内 を

充填 して か らブ タを閉め る｡ブ タまた は缶体 にバ イオハ

ザー ドマー ク,注意書 き,連絡先 を明記 したラベルを貼 る｡
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3.N95規 格 の マ ス ク(3種 類)

この型のマス クはアメ リカ労働安全衛生研究所(NIOSH)

で呼 吸器 防護 器具 と して認 可 した もの で,粒 子径0.075

μmの 粒 子試験で95%以 上の捕集率のある もの｡使 用に際
しては肌 に密 着 させる ことが重要(フ ィッ トテス ト参照)｡

4.紙 マ ス ク とサ ー ジカ ル マ ス ク

上 は紙マ スク,下 はサー ジカルマ スクで,材 質が異 なる｡

サ ージカルマス クのほうが粒 子の捕集率が優 れてい るが,

肌へ の密着が不完全 である｡こ れ らは結核菌検査 には不適

当で ある｡
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5.ラ テ ック ス 手 袋(よ い例)

ラテックス手袋が用 い られる｡結 核菌検査用 は滅菌 して

ない製 品 で よい｡サ イズ は小(S),中(M),大(L)の3

種類が ある｡細 か い手作業 をす るので,指 先 まで きちん と

入れ,手 にフィッ トした ものを選 ぶ｡こ の写真 は指 先 と手

袋が よ くフ ィッ トしている例 である｡

6.ラ テ ック ス 手 袋(悪 い 例)

手袋が大 きす ぎて,指 先 と手袋 の間に隙間があ る｡こ の

ような状態で は細 かい作 業はで きない｡結 核菌検査 を行 う

には危険で ある｡ラ テ ックス手 袋は直射 日光や高温 な場所

を避 け,湿 度の低 い涼 しい場所 に保存 する｡手 袋 を外 した

ら手洗 いまたは即乾性消毒 薬で消毒す る｡

図5検 体輸送容器,マ スク,手 袋
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分与する上で必要となる上述の各種書類 ・誓約書等の書

式は,日 本細菌学会 「病原細菌に関するバイオセーフテ

ィ指針」の 〈IV.病原菌株の分譲におけるバ イオセーフ

ティに関するガイ ドライン〉に記載された書式(1)～

(IV)1)に基づ き各施設が作成した独 自の書式を用いて分

譲の手続 きを行 う｡

(2)抗 酸菌株の郵送方法の実際

①抗酸菌株の輸入 と輸出

病原性抗酸菌株を輸出または輸入する場合には,(a)

予めバイオセーフティ委員会の了解を得る必要がある｡

膿～裟
嵐

轟轟 多ξ
7.予 防衣(ガ ゥ ン)

使 い捨 ての製品が用 い られる｡袖 口は綿製 であるが,

全体 は不織布 と呼ばれる合成繊維 である｡素 材 は疎水性

で,通 常の作業では水 などの液体 を通 さない｡但 し,材

質が劣化 した り,表 面か ら圧力 をかけた りす ると通す場

合があ る｡着 用する場合 は空気を抜 き,体 にフィッ トさ

せ る｡

血

勺㌧
/

8.安 全 ピペ ッ ト

大 きいゴム球 の下 の弁 を押 し,同 時 にゴム球 を押 し陰

圧 の状態 に して,ピ ペ ットの吸い 口に装着す る｡ピ ペ ッ

トの先端 を溶液 内に入 れ,先 の弁 の部分 を押す と液が ピ

ペ ッ ト内に上昇 して くる｡写 真左上方の小 さい ゴム球下

の弁の部分 を押 す と,ピ ペ ット内の液が流 出す る｡慣 れ

ない場合 はあ らか じめ練習 してか ら使用す る｡
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嶺
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擁

g.電 動 式 ピペ ッ ト

銃 の形 を してい る｡写 真親指 の部分(▼ マー ク)に 吸

引用 と流出用のボ タンがある｡ボ タンを押す とピペ ッ ト

内の液が上下 し,ボ タ ンを離す と液が止 まる｡ピ ペ ッ ト

は使用前 に充電 しておかなけれ ばならない｡

10.マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト

左 よ り①20μL,②200μL,③1000μLの も の｡① は

1～20μL,② は1～200μL,③ は10～IOOOμLの 液

を採 取 で き る｡先 端 は汚 染 さ れ や す い の で,ア ル コ ー ル

綿,次 亜 塩 素 酸 ナ トリウ ム を浸 した綿 な どで 拭 き取 り,

消 毒 す る｡

図6予 防 衣(ガ ウ ン),ピ ペ ッ ト
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それと同時に(b)農 林水産省 に許可申請書類を提出し所

定の公式手続 きを完了しなくてはならない｡こ れら2段

階の手続 きを必須の要件として義務付ける｡

②抗酸菌株郵送のための梱包(P.20,図5参 照)

液体培地または固形培地を用いて抗酸菌株および臨床

材料,診 断材料を輸送する場合は,漏 洩事故を防 ぐため,

以下の手順に従って 「三層に梱包」する1)5)6)9)韮｡)｡

a)菌 株 の発育 した固形培地の管底の凝固水 を入念 に

抜 き取る｡

b)培 地容器 と蓋をパラフィルム等を用いて完全 に密

封する｡

c)培 地をチ ャック付 きの丈夫 なフリーザーパ ック等

の袋の中に個別に密封する｡

d)各 々の袋に入った培地 をそれぞれ緩衝材で包装し,

専用の輸送用容器に収納する｡

e)必 要 に応 じて ドライアイス等の冷却剤を同時に梱

包する｡

f)専 用容器(二 次容器)の 蓋をガムテープ等で密封す

る｡

g)二 次容器の物理的損傷 を保護で きるよう構造上の

工夫が施された外側容器 に上記f)の 二次容器を収

納する｡

h)外 部の包装容器 も二次容器と同様に蓋 をガムテー

プ等で密封 して梱包 し,「伝染性の生物学上の材料

を示す 〈バイオハザー ドマーク(白 地に黒い文字の

票符)〉」を標示する｡

抗酸菌株の郵送に際 して必要 となる具体的な方法 と諸

手続 きは,平 成13年1月1日 から改正 された 「万国郵便

条約」に準拠 して行 う(詳 細は日本細菌学会 「病原細菌

に関するバイオセーフティ指針 【付録】」に記載)｡
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